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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　上記１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　上記１または２以上の光学素子および上記支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　上記１または２以上の光学素子と上記支持体とは、積層体をなし、
　上記積層体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する
出射面と、上記入射面と上記出射面との間に位置する端面とを有し、
　上記包装部材が、上記積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および
全ての端面を包み、
　上記包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも上記積層体の角部または辺部に設
けられていることを特徴とする光学素子包装体。
【請求項２】
　上記１または２以上の光学素子は、上記包装部材と上記支持体との間に配設されている
ことを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項３】
　上記１または２以上の光学素子は、上記光源側に配置されていることを特徴とする請求
項２記載の光学素子包装体。
【請求項４】
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　上記１または２以上の光学素子は、出射側に配置されていることを特徴とする請求項２
記載の光学素子包装体。
【請求項５】
　上記包装部材の端辺は、上記端面上にて該端面に倣うように重ね合わされて接合されて
いることを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項６】
　上記包装部材の端辺は、上記端面上にて該端面に倣うように端部同士が接合されている
ことを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項７】
　上記１または２以上の光学素子の大きさは上記支持体よりも小さいことを特徴とする請
求項１記載の光学素子包装体。
【請求項８】
　上記積層体の端部または該端部の近傍には、溝または孔が設けられていることを特徴と
する請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項９】
　上記包装部材の材料は、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ビニル結合系樹
脂、ポリカーボネート（ＰＣ）系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、塩化ビニル系樹脂の単
独または混合樹脂から選択されることを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項１０】
　上記包装部材は位相差を有することを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項１１】
　上記支持体は、透明板、または拡散板であることを特徴とする請求項１記載の光学素子
包装体。
【請求項１２】
　上記包装部材は、光源から光が入射する入射面と、
　上記入射面から入射した光を液晶パネルに向けて出射する出射面と、
　を有し、
　上記入射面と上記出射面で異なる光学機能を有することを特徴とする請求項１記載の光
学素子包装体。
【請求項１３】
　上記包装部材と、上記光学素子および上記支持体の少なくとも一方とが接合されている
ことを特徴とする請求項１記載の光学素子包装体。
【請求項１４】
　上記光学機能は表示エリアに対応するよう配置されることを特徴とする請求項１２記載
の光学素子包装体。
【請求項１５】
　上記入射面および出射面の両面の少なくとも一方に上記光学機能を備えることを特徴と
する請求項１２記載の光学素子包装体。
【請求項１６】
　光を出射する光源と、
　上記光源から出射された光を透過する光学素子包装体と
　を備え、
　上記光学素子包装体は、
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　上記１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　上記１または２以上の光学素子および上記支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　上記１または２以上の光学素子と上記支持体とは、積層体をなし、
　上記積層体は、上記光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射
する出射面と、上記入射面と上記出射面との間に位置する端面とを有し、
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　上記包装部材が、上記積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および
全ての端面を包み、
　上記包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも上記積層体の角部または辺部に設
けられていることを特徴とするバックライト。
【請求項１７】
　上記包装部材の外側に隣接される、フィルム状またはシート状の光学素子をさらに備え
ることを特徴とする請求項１６記載のバックライト。
【請求項１８】
　光を出射する光源と、
　上記光源から出射された光を透過する光学素子包装体と、
上記光学素子包装体を透過した光に基づき、画像を表示する液晶パネルと
　を備え、
　上記光学素子包装体は、
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　上記１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　上記１または２以上の光学素子および上記支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　上記１または２以上の光学素子と上記支持体とは、積層体をなし、
　上記積層体は、上記光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射
する出射面と、上記入射面と上記出射面との間に位置する端面とを有し、
　上記包装部材が、上記積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および
全ての端面を包み、
　上記包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも上記積層体の角部または辺部に設
けられていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１９】
　上記光源は、上記光学素子包装体の直下に設けられた光源であることを特徴とする請求
項１８記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光学素子包装体、ならびにそれを備えるバックライトおよび液晶表示装置
に関する。詳しくは、液晶表示装置の表示特性を改善する光学素子包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置では、視野角や輝度などの改善を目的として多数の光学素子が用い
られている。これらの光学素子としては、拡散フィルムやプリズムシートなどのフィルム
状やシート状のものが用いられている。
【０００３】
　図３１は、従来の液晶表示装置の構成を示す。この液晶表示装置は、図３１に示すよう
に、光を出射する照明装置１０１と、照明装置１０１から出射された光を拡散する拡散板
１０２と、拡散板１０２により拡散された光を集光や拡散などする複数の光学素子１０３
と、液晶パネル１０４とを備える。
【０００４】
　ところで、近年の画像表示装置の大型化に伴って、光学素子の自重やサイズが増大する
傾向にある。このように光学素子の自重やサイズが増大すると、光学素子の剛性が不足す
るため、光学素子の変形、例えばしわ、たわみ、反りなどが発生してしまう。このような
光学素子の変形は、表示面への光学指向性に影響を与え、輝度ムラという重大な問題を招
いてしまう。
【０００５】
　そこで、光学素子の厚さを増すことで、光学素子の剛性不足を改善することが提案され
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ている。しかしながら、液晶表示装置が厚くなってしまい、薄型かつ軽量という液晶表示
装置の利点が損なわれてしまう。そこで、光学素子同士を透明粘着剤により貼り合わせる
ことにより、シート状またはフォルム状の光学素子の剛性不足を改善することが提案され
ている（例えば特許文献１参照）。
【０００６】
　また、近年の表示装置の適用範囲が広がることによって、壁掛けや天井付近への設置の
ために、より薄型・軽量化された提案がされている。この薄型・軽量化に対しては、蛍光
管らの光源ムラを均一化する拡散機能が伴わないために、拡散板を厚くしたり、拡散シー
トを複数枚と従来以上のシート数を使用したり、更には光源数を増加させて光源ムラを低
減させる手法などが検討されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３０１１４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の技術では、光学素子同士を透明粘着剤により貼り合わせる
ため、光学素子の厚さが増し、液晶表示装置自体が厚くなってしまう。更には、液晶表示
装置に必須である光学機能を発現させるには、粘着剤を使用することによって、集光機能
層、拡散機能層らと隣接する光学機能層との構造体間が埋設されてしまい、その結果、光
学機能が損なわれ、表示特性が劣化してしまう。
【０００９】
　また、光源ムラを低減させるために拡散機能部材を多数利用すると、部材数の増加に伴
い費用が高価となってしまったり、多数の拡散機能部材の増加に伴い輝度の低下を招いて
しまう虞もある。光源部材を多数利用する場合には光源ムラに対して効果はあるものの、
これも部材数の増加に伴う費用の増加や、消費電力が増加してしまう。
【００１０】
　したがって、この発明の目的は、液晶表示装置の厚みの増加、または液晶表示装置の表
示特性の劣化を抑えつつ、光学素子の剛性不足を改善することができる光学素子包装体、
ならびにそれを備えるバックライトおよび液晶表示装置を提供することにある。
【００１１】
　また、この発明の他の目的は、拡散性の光学素子の増加や、光源の増加による部品増に
よる重量・費用の増加を抑えつつ、表示装置の薄型・軽量化ができる光学素子包装体なら
びにそれを備えるバックライトおよび液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述の課題を解決するために、この発明の第１の発明は、
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　１または２以上の光学素子および支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　１または２以上の光学素子と支持体とは、積層体をなし、
　積層体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する出射
面と、入射面と出射面との間に位置する端面とを有し、
　包装部材が、積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および全ての端
面を包み、
　包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも積層体の角部または辺部に設けられて
いることを特徴とする光学素子包装体である。
【００１４】
　この発明の第２の発明は、
　光を出射する光源と、
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　光源から出射された光を透過する光学素子包装体と
　を備え、
　光学素子包装体は、
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　１または２以上の光学素子および支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　１または２以上の光学素子と支持体とは、積層体をなし、
　積層体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する出射
面と、入射面と出射面との間に位置する端面とを有し、
　包装部材が、積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および全ての端
面を包み、
　包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも積層体の角部または辺部に設けられて
いることを特徴とするバックライトである。
【００１６】
　この発明の第３の発明は、
　光を出射する光源と、
　光源から出射された光を透過する光学素子包装体と、
光学素子包装体を透過した光に基づき、画像を表示する液晶パネルと
　を備え、
　光学素子包装体は、
　１または２以上のフィルム状またはシート状の光学素子と、
　１または２以上の光学素子を支持する支持体と、
　１または２以上の光学素子および支持体を包む、熱収縮性を有する包装部材と
　を備え、
　１または２以上の光学素子と支持体とは、積層体をなし、
　積層体は、光源からの光が入射する入射面と、該入射面から入射した光を出射する出射
面と、入射面と出射面との間に位置する端面とを有し、
　包装部材が、積層体と密着するとともに、該積層体の出射面、入射面、および全ての端
面を包み、
　包装部材は開口部を有し、該開口部は少なくとも積層体の角部または辺部に設けられて
いることを特徴とする液晶表示装置である。
【００１８】
　この発明では、１または２以上の光学素子と支持体とを包装部材により包んでいるので
、１または２以上の光学素子と支持体とを一体化することができる。もしくは、包装部材
の一方或いは両面に光学機能を設けた光学素子包装部材で支持体を包装・一体化すること
ができる。したがって、支持体により光学素子の剛性不足を補うことができ、更には、光
学機能を包装部材の表面に設けることによって、光学素子を簡略化することも可能である
。更には、包装体自体にテンションを持たせることによって、包装部材がたわまずに設置
することが可能となり、包装部材に設けられた光学素子のたわみを防止することが可能と
なる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、この発明によれば、液晶表示装置の厚みの増加、または液晶表示
装置の表示特性の劣化を抑えつつ、光学素子の変形および剛性不足を改善することができ
る。更には、光学機能を包装部材にて補うことにより、従来の光学フィルムより厚みを薄
くでき、たわみのない構成を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形
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態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
【００２１】
（１）第１の実施形態
（１－１）液晶表示装置の構成
　図３２は、この発明の第１の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。この液晶
表示装置は、図３２に示すように、光を出射する照明装置１と、照明装置１から出射され
た光の特性を改善する光学素子包装体２と、光学素子包装体２により特性が改善された光
に基づき、画像を表示する液晶パネル３とを備える。照明装置１と光学素子包装体２とに
よりバックライトが構成される。以下では、光学素子包装体２などの光学部材の面のうち
、照明装置１からの光が入射する面を入射面、この入射面から入射した光を出射する面を
出射面、および入射面と出射面との間に位置する面を端面と称する。また、入射面と出射
面とを総称して主面と適宜称する。
【００２２】
　照明装置１は、例えば直下式の照明装置であり、光を出射する光源１１と、光源１１か
ら出射された光を反射して液晶パネル３の方向に向ける反射板１２とを備える。光源１１
としては、例えば、冷陰極蛍光管（ＣＣＦＬ：Cold Cathode Fluorescent Lamp）、熱陰
極蛍光管（ＨＣＦＬ:Hot Cathode Fluorescent Lamp）、有機エレクトロルミネッセンス
（ＯＥＬ：Organic ElectroLuminescence）または発光ダイオード(ＬＥＤ：Light Emitti
ng Diode)、無機エレクトロルミネッセンス（ＩＥＬ：Inorganic ElectroLuminescence）
などを用いることができる。反射板１２は、例えば１または複数の光源１１の下方および
側方を覆うように設けられ、１または複数の光源１１から下方および側方などに出射され
た光を反射して、液晶パネル３の方向に向けるためのものである。
【００２３】
　光学素子包装体２は、例えば、照明装置１から出射された光を拡散や集光などの処理を
施して光の特性を変える１または複数の光学素子２４と、１または複数の光学素子を支持
する支持体２３と、１または複数の光学素子２４と支持体２３とを包んで一体化する包装
部材２２を備える。以下では、支持体２３と１または複数の光学素子とを重ね合わされた
ものを光学素子積層体２１と称する。包装部材２２は、光学素子積層体２１に入射する光
が透過する第１の領域Ｒ1と、光学素子積層体２１から出射される光が透過する第２の領
域Ｒ2とを有する。
【００２４】
　光学素子２４の数や種類は、特に限定されるのもではなく、所望とする液晶表示装置の
特性に応じて適宜選択することができる。光学素子２４としては、例えば少なくとも支持
体として作用する光学機能を有する素子、或いは支持体と１または複数の光学機能を有す
る素子からなるものを用いることができる。光学素子２４としては、例えば光拡散素子、
光集光素子、反射型偏光子、偏光子または光分割素子などを用いることができる。光学素
子としては、例えば、フィルム状、シート状または板状のものを用いることができる。光
学素子２４の厚さは、例えば５～１０００μｍである。
【００２５】
　支持体２３は、例えば、照明装置１から出射された光を透過する透明板、または照明装
置１から出射された光を拡散や集光などの処理を施して光の特性を変える光学板である。
光学板としては、例えば拡散板、位相差板またはプリズム板などを用いることができる。
支持体２３の厚さは、好ましくは５００～１０００００μｍ、より好ましくは１０００～
５００００μｍである。支持体２３の厚み、断面幅、長さ、および剛性（弾性率）は、包
装部材２２の張力を考慮して適宜選択することが好ましい。
【００２６】
　張力の有無の確認と張力の測定については例えば以下のような手段で確認できる。
　セイコー社製のＴＭＡ（熱・応力・歪測定装置 EXSTAR6000 TMA/SS）を用いて、以下の
ようにして包括部材の張力を測定する。
　まず、包括部材に張力が加わった状態において、光学素子包括体の中央部から長方形の
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金型により５ｍｍ×５０ｍｍの試験片を切り出す。この際、試験片の長辺、短辺がそれぞ
れ支持体である拡散板の長辺と、短辺と平行となるようにして試験片を切り出す。次に、
硝子板に試験片を挟んでたるみのない状態とした後、トプコン社製の工具顕微鏡により長
さを測定する。切り出した試験片は張力が開放された状態となっているため、５０ｍｍよ
りも収縮した状態となっている。この収縮状態から、最初の５０ｍｍの状態へ戻すように
寸法換算して、ＴＭＡ用に試験片を再カットしてセットする。次に、初期の温度２５℃時
点での張力を測定する。張力の測定機については、所定の長さへの引っ張り応力を加えら
れて、応力測定ができるものであれば使用可能であり、張力の有無が確認できる。
【００２７】
　具体的には、支持体２３としては、バックライトが直下型のものである場合、対角２イ
ンチ～１００インチ程度、厚み１ｍｍ～４ｍｍのサイズを有する、拡散性フィラーが内添
された樹脂板、または拡散性の機能を有する形状や、フィラーを含む層をガラス表面に設
けた拡散性の光学板を使用できる。また、バックライトがサイドライト型のものである場
合、対角１インチ～数１０インチ、厚み０．５～１０ｍｍ程度のサイズを有する透明樹脂
板、フィラーが内添された樹脂板、表面に形状が付与された樹脂板、フィラーが内添され
ると共に表面に形状が付与された樹脂板を使用できる。
【００２８】
　また、液晶表示装置を４０℃の高温環境下に保存したときに、液晶表示装置点灯時の装
置内温度が約６０℃まで上昇する（後述する実施例１参照）ことと、実際の液晶テレビな
どでは、７０℃で偏光板が劣化することを回避するために温度上昇抑制機能を設けている
ことを考慮すると、支持体２３としては、７０℃まで剛性の変動が小さく、かつ、ある程
度の弾性を有しているものが好ましい。このような特性を有する支持体２３の材料として
は、例えば、ポリカーボネート（弾性率２．１ＧＰａ）、ポリスチレン（弾性率２．８Ｇ
Ｐａ）、シクロオレフィン樹脂としてゼオノア樹脂（弾性率２．１ＧＰａ）、アクリル系
樹脂（弾性率３ＧＰａ）などを主成分とするものが挙げられ、これらの材料のうちで最も
弾性率の低い、ポリカーボネート樹脂の弾性率以上（２．１ＧＰａ以上）の弾性率を有す
る材料を主成分とするものが好ましい。
【００２９】
　支持体２３は、例えば高分子材料からなり、その透過率は３０％以上であることが好ま
しい。なお、光学素子２４と支持体２３との積層の順序は、例えば、光学素子２４および
支持体２３の有する機能に応じて選ばれる。例えば、支持体２３が拡散板である場合、支
持体２３は、照明装置１からの光が入射する側に設けられ、支持体２３が反射型偏光板で
ある場合、支持体２３は、液晶パネル３に光を出射する側に設けられる。また、支持体２
３となる透明板や拡散板よりも光源側に光分割や拡散機能を有する光機能層を設ける形態
などの組み合わせや、透明板や拡散板から出射後に更に光拡散機能層を設けたり、光集光
機能層を組み合わせて使用してもよい。光学素子２４および支持体２３の入射面および出
射面の形状は、液晶パネル３の形状に応じて選ばれ、例えば縦横比（アスペクト比）の異
なる矩形状である。
【００３０】
　光学素子２４および支持体２３の主面には、凹凸処理を施すこと、または微少粒子を含
有させることが好ましい。こすれや摩擦を低減できるからである。また、光学素子２４お
よび支持体２３には、必要に応じて光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤および
酸化防止剤などの添加剤を含有させることにより、紫外線吸収機能、赤外線吸収機能およ
び静電抑制機能などを光学素子２４および支持体２３に付与するようにしてもよい。また
、光学素子２４および支持体２３には、アンチリフレクション処理（ＡＲ処理）やアンチ
グレア処理（ＡＧ処理）などの表面処理を施すことにより、反射光の拡散や反射光そのも
の低減を図るようにしてもよい。また、光学素子２４および支持体２３の表面に、紫外線
や赤外線を反射するための機能を持たせるようにしてもよい。
【００３１】
　包装部材２２は、光学素子積層体２１のほぼ全体を覆っている。包装部材２２は、１ま
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たは複数の開口を有する。このような開口を有することにより、光学素子積層体２１を包
装部材２２により包むときなどに、包装部材２２内のエアを外部に排出し、光学素子積層
体２１と包装部材２２とを密着させることで、画像不良の発生を抑制することができる。
また、このような開口を有することにより、包装部材２２により包まれた支持体２３や光
学素子２４の構成材料が揮発したときに、この揮発成分を光学素子包装体２の外部に排出
し、包装部材２２内における揮発成分の結露や凝固などを抑制することで、画像不良の発
生を抑制することができる。包装部材２２に複数の開口を設ける場合には、光学素子積層
体２１の端面のうち、対向する端面またはその近傍に開口をそれぞれ設けることが好まし
い。上記揮発成分を光学素子包装体２の外部に効率良く排出し、包装部材２２内における
揮発成分の結露や凝固などをより抑制することで、画像不良の発生をより抑制することが
できるからである。
【００３２】
　開口は、光学素子積層体２１の表示エリア外に対応する位置に設けることが好ましく、
光学素子積層体２１の端面またはその近傍に対応する位置に設けることがより好ましい。
このような位置に開口を設けることで、開口による画質低下を防ぐことができる。光学素
子積層体２１が角部を有する場合には、光学素子積層体２１の角部に対応する部分に開口
を設け、この開口から角部を露出させることが好ましい。具体的には、光学素子積層体２
１が全体として矩形状を有する場合、包装部材２２は光学素子積層体２１の４つの角部に
対応する位置にそれぞれ開口を設け、この開口から光学素子積層体２１の角部をそれぞれ
露出させることが好ましい。開口のサイズや形状は、光学素子包装体２の作製工程におけ
るエアの排出性能、光学素子積層体２１の形状、および包装部材２２の耐久性などを考慮
して選択することが好ましく、例えば、円形状、楕円形状、半円形状、三角形状、四角形
状、菱形形状、スリット状などが挙げられるが、これらの形状に限定されるものではない
。
【００３３】
　包装部材２２は、例えば透明性を有する単層または複数層のフィルム状、シート状もし
くは袋状である。包装部材２２は、例えば、１または複数の包装部材を備え、この包装部
材の周縁部を接合することにより構成されている。包装部材を接合する位置は、光学素子
積層２１の表示エリア外に設けることが好ましく、光学素子積層体２１の端面に設けるこ
とがより好ましい。
【００３４】
　包装部材２２の厚さは、例えば５～５０００μｍに選ばれる。なお、包装部材２２の厚
さが、入射面側と出射面側とで異なるようにしてもよく、この場合、入射面側の厚さが出
射面側の厚さに比べて厚いことが好ましい。入射面側の厚さを厚くすることで、光源１１
から発生される熱による支持体２３や光学素子２４の形状変化を抑制できるからである。
但し、目的によって、出射面側の厚さを入射面側の厚さに比べて厚くするようにしてもよ
い。また、包装部材２２は、光学素子積層体２１の主面を、面積比率で５０％以上覆って
いることが好ましく、画面表示域を覆っているか、あるいは画面表示域主面の一方または
両方を開放していることが好ましい。また、包装部材２２が、骨材としての構造体を内包
するようにしてもよい。包装部材２２は、例えば１軸異方性または２軸異方性を有する。
例えば、包装部材２２が矩形状を有する場合、包装部材２２の長手方向に正または負の屈
折率特性にて１軸異方性を有し、もしくは包装部材２２の長手方向に正または負の屈折率
にて２軸異方性を有する。
【００３５】
　また、包装部材２２が異方性を有する場合には、その光学異方性は小さいことが好まし
く、具体的にはそのリタデーション（retardation）が、５０ｎｍ以下であることが好ま
しい。もしくは、光学異方性の光学軸が内包部材の長手或いは短軸に対して同調している
場合には、そのリタデーションは５０ｎｍ以下に限定されず、視野角による色特性などが
使用用途によって満足されればよい。更には、拡散機能を包装部材２２の出射側に設ける
か、第１の領域Ｒ1の主面を通過した際に、拡散性を有する機能が設けられた包装部材２
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２とすること、或いは、光学素子包装体２の出射側に拡散性を有するなどの光学機能を設
けることによって、包装部材２２の異方性を限定することなく使用が可能である。
【００３６】
　包装部材２２としては、１軸延伸もしくは２軸逐次或いは同時延伸のシートまたはフィ
ルムを用いることが好ましい。このようなシートまたはフィルムを用いた場合、熱を加え
ることにより包装部材２２を延伸方向に収縮させることができるので、包装部材２２と光
学素子積層体２１との密着性を高めることができる。また、包装部材２２としては、伸張
性を示すフィルムやシートを用いて、伸縮させて包括したい方向を主に伸張させた後に、
内包物を伸張性を示すフィルムやシートで挟み込んで内包物の周囲を接着や溶着によって
接合した後に、伸張性フィルムやシートのテンションを開放して、内包された支持体、或
いは／及び光学素子との密着性を高めることができる。
【００３７】
　包装部材２２の材料としては、好ましくは熱収縮性を有する高分子材料、より好ましく
は常温から８５℃までの熱付与により収縮する高分子材料を用いることができる。熱収縮
性を有する高分子材料としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）およびポリプロピレン（
ＰＰ）などのポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）およびポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）などのポリエステル系樹脂、ポリスチレン（ＰＳ）およ
びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）などのビニル結合系、ポリカーボネート（ＰＣ）系樹
脂、シクロオレフィン系樹脂、ウレタン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、天然ゴム系樹脂、な
らびに人工ゴム系樹脂などを単独または混合して用いることができる。
【００３８】
　包装部材２２の熱収縮率は、好ましくは０．２％以上、より好ましくは５％以上、さら
により好ましくは１０％以上、最も好ましくは２０％以上である。この数値範囲にするこ
とで、包装部材２２と光学素子積層体２１との密着性を高めることができるからである。
包装部材２２の熱変形温度は、８０℃以上、望ましくは９０℃以上であることが好ましい
。光源１１から発生される熱により光学素子包装体２の光学特性が低下することを抑制で
きるからである。包装部材２２の材料の乾燥減量は、２％以下であることが好ましい。包
装部材２２の材料の屈折率（包装部材２２の屈折率）は、光線透過率を得るために界面反
射ロスを減らす目的の場合には好ましくは１．６以下、より好ましくは１．５５以下であ
り、集光効果、光分割効果などの光学機能要素を付加させる場合には、１．４５以上が好
ましくは１．５以上が望ましい。
【００３９】
　包装部材２２は、表面の耐傷性、或いは液晶表示装置の表示パネルへの密着防止、或い
は、内添された光学素子、支持体への貼り付き防止、または、直下型光源と光学素子との
隙間を規制するためのピン（スタッド）との輸送などの振動時の擦れ傷防止などの目的の
ために、１種または２種以上のフィラーを含有していることが好ましい。
【００４０】
　また、拡散性の光学機能として包装部材２２に機能付与をすることを目的として、フィ
ラーを包装部材２２の全体、或いは一方の表面層、或いは両方の表面層、或いは表面層と
一方の面、および／または両方の面のどちらかにフィラーが内添されていてもよく、内添
された粒子が表層近傍に存在していてもよい。
【００４１】
　これら、包装部材２２へのフィラーの内添以外にも、包装部材２２への表層へ樹脂と粒
子の混合物を成形されるか、或いは包装部材２２の表層へ樹脂と粒子と溶媒による塗料を
塗布・溶媒乾燥してフィラーを合有させる方法、フィラーが合有されたエネルギー硬化シ
ステム（ＵＶ硬化、可視光硬化、電子線硬化など）を用いて成膜・成形させる方法、或い
は前述のようにして作製されたフィラー合有層に転写させる方法などが挙げられる。
【００４２】
　フィラーとしては、例えば有機フィラーおよび無機フィラーの少なくとも１種を用いる
ことができる。有機フィラーの材料としては、例えばアクリル樹脂、スチレン樹脂、フッ
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素および空洞からなる群より選ばれる１種または２種以上を用いることができる。無機フ
ィラーとしては、例えばシリカ、アルミナ、タルク、酸化チタンおよび硫酸バリウムから
なる群より選ばれる１種または２種以上を用いることができる。これら有機、無機フィラ
ーは単独でも両方でも用いることができる。フィラーの形状は、例えば針状、球形状、楕
円体状、板状、鱗片状などの種々の形状を用いることができる。フィラーの径としては、
例えば１種または２種以上の径が選ばれる。
【００４３】
　また、前述の包装部材２２にフィラーを合有させるのと同様の目的で、包装部材２２に
形状付与を施してもよい。例えば、熱可塑性樹脂の包装部材２２の一方の面、および／ま
たは両面に対して熱ラミネートや、エンボスなどの操作により形状を付与させることも可
能である。形状の付与を施した後に延伸・熱固定して熱シュリンク性のフィルムを得たり
、熱シュリンク性のフィルムへ熱ラミネート或いはエンボスなどの操作により形状を付与
させたフィルムを得てもよい。
【００４４】
　上述のような熱成形・機械的エンボス成形、フィルム内添型成形、エネルギー硬化性樹
脂などの方法によって形状を付与することができるようになり、光入射側及び出射側の主
面の一方、および／または両方の面に対して集光、拡散、光分割などの光制御手段を設け
ることが可能である。
【００４５】
　例えば、包装部材２２の光出射側にレンズ形状を付与することにより輝度向上効果が得
られ、同様に拡散機能形状を設けることによって、光源ムラ消し効果、マイクロレンズ形
状によって集光機能の効果を得られる。また、光源側の包装部材２２にもレンズ形状や拡
散機能を付与することにより、光源ムラの低減効果を得ることも可能となる。
【００４６】
　包装部材２２に光学機能を設ける場合には、光学機能の目的によって光入射側の主面と
、光出射側の主面の少なくとも一方に設けることが可能であり、各々の光学機能が異なっ
ており、異なる機能を設けても良い。例えば、透明、光集光、光拡散、光分割らを組み合
わせても、単独で使用しても良い。これらは、内包される光学機能と同じ機能を使用して
もよく、使用用途によって選択される。
【００４７】
　また、包装部材２２には、必要に応じて光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤
および酸化防止剤などの添加剤をさらに含有させて、紫外線吸収機能、赤外線吸収機能お
よび静電抑制機能などを包装部材２２に付与するようにしてもよい。また、包装部材２２
に、アンチグレア処理（ＡＧ処理）およびアンチリフレクション処理（ＡＲ処理）などの
表面処理などを施すことにより、反射光の拡散や反射光そのもの低減などを図るようにし
てもよい。さらには、ＵＶ－Ａ光（３１５～４００ｎｍ程度）などの特定波長領域の光を
透過する機能を付与してもよい。
【００４８】
　包装部材２２の表面には、光学機能としての凹凸構造が形成されていてもよく、更には
貼り付け防止や、耐傷性のためにうねりを含めた構造としてもよい。集光機能として例え
ば並列したレンズを稜線方向にうねりを加えることにより、レンズの頂部の接触が抑えら
れる。また、一方の面以外に、裏面にも光学機能、あるいは貼り付き防止、耐傷のための
構造を設けてもよい。
【００４９】
　液晶パネル３は、光源１１から供給された光を時間的空間的に変調して情報を表示する
ためのものである。液晶パネル３の動作モードとしては、例えば、ツイストネマチック（
ＴＮ:Twisted Nematic）モード、垂直配向（ＶＡ：Vertically Aligned）モード、水平配
列（ＩＰＳ:In-Plane Switching）モード、または曲がり配列（ＯＣＢ：Optically Compe
nsated Birefringence）モードが用いられる。
【００５０】
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（１－２）光学素子包装体の構成
（１－２－１）第１の構成例
　次に、図３３～３６参照して、この発明の第１の実施形態による光学素子包装体２の第
１の構成例について詳しく説明する。
　図３３よび図３４は、この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例
を示す。図３３および図３４に示すように、この光学素子包装体２は、例えば、支持体で
ある拡散板２３ａと、光学素子である拡散フィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂおよび
反射型偏光子２４ｃと、これらを包んで一体化する包装部材２２とを備える。ここでは、
拡散板２３ａ、拡散フィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂおよび反射型偏光子２４ｃが
光学素子積層体２１を構成する。拡散フィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂおよび反射
型偏光子２４ｃは、拡散板２３ａの出射面側に配設されている。具体的には、拡散板２３
ａの出射面側から包装部材２２の入射面側に向かって、拡散フィルム２４ａ、レンズフィ
ルム２４ｂ、反射型偏光子２４ｃの順序で配設されている。
【００５１】
　図３３に示すように、包装部材２２は、光学素子積層体２１の入射面を覆う第１の包装
部材２２1と、出射面を覆う第２の包装部材２２2とを備える。第１の包装部材２２1と第
２の包装部材２２2とは、例えば光学素子積層体２１の端面にて接合されている。第１の
包装部材２２1および第２の包装部材２２2の形状は、包装される光学素子積層体２１の形
状に応じて適宜選択される。
【００５２】
　包装部材２２は、光学素子積層体２１のほぼ全体を覆っている。包装部材２２は、矩形
状の光学素子積層体２１の角部に対応する位置にそれぞれ開口を有し、これらの開口から
光学素子積層体２１の角部がそれぞれ露出する。
【００５３】
　拡散板２３ａは、１または複数の光源１１の上方に設けられ、１または複数の光源１１
からの出射光および反射板１２による反射光を拡散させて輝度を均一にするためのもので
ある。拡散板２３ａとしては、例えば、光を拡散するための凹凸構造体を表面に備えるも
の、拡散板２３ａの主構成材料とは屈折率の異なる微粒子などを含有するもの、空洞性微
粒子を含有するもの、または上記凹凸構造体、微粒子および空洞性微粒子を２種以上組み
合わせたものを用いることができる。微粒子としては、例えば有機フィラーおよび無機フ
ィラーの少なくとも１種を用いることができる。また、上記凹凸構造体、微粒子および空
洞性微粒子は、例えば拡散フィルム２４ａの出射面に設けられる。拡散板２３ａの光透過
率は、例えば３０％以上である。
【００５４】
　拡散フィルム２４ａは、拡散板２３ａ上に設けられ、拡散板にて拡散された光を拡散な
どするためのものである。拡散フィルム２４ａとしては、例えば、光を拡散するための凹
凸構造体を表面に備えるもの、拡散フィルム２４ａの主構成材料とは屈折率の異なる微粒
子などを含有するもの、空洞性微粒子を含有するもの、または上記凹凸構造体、微粒子お
よび空洞性微粒子を２種以上組み合わせたものを用いることができる。微粒子としては、
例えば有機フィラーおよび無機フィラーの少なくとも１種を用いることができる。また、
上記凹凸構造体、微粒子および空洞性微粒子は、例えば拡散フィルム２４ａの出射面に設
けられる。
【００５５】
　レンズフィルム２４ｂは、拡散フィルム２４ａの上方に設けられ、照射光の指向性等を
向上させるためのものである。レンズフィルム２４ｂの出射面には、例えば微細なプリズ
ムレンズ列が設けられており、このプリズムレンズの列方向の断面は、例えば略三角形状
を有し、その頂点に丸みを付すことが好ましい。カットオフを改善し、広視野角を改善で
きるからである。
【００５６】
　拡散フィルム２４ａおよびレンズフィルム２４ｂは、例えば高分子材料からなり、その
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屈折率は例えば１．４５以上が好ましく、更に好ましくは１．５以上、最も好ましくは１
．６以上である。光学素子２４またはそれに設けられる光学機能層を構成する材料として
は、例えば、光もしくは電子線で硬化する電離性感光型樹脂、または熱により硬化する熱
硬化型樹脂が好ましく、紫外線により硬化する紫外線硬化樹脂が好ましい。また、熱可塑
性の高分子材料から作製されるタイプでもよい。
【００５７】
　反射型偏光子２４ｃは、レンズフィルム上に設けられ、レンズシートにより指向性を高
められた光のうち、直交する偏光成分の一方のみを通過させ、他方を反射するものである
。
反射型偏光子２４ｃは、例えば有機多層膜、無機多層膜または液晶多層膜などの積層体で
ある。また、反射型偏光子２４ｃに異屈折率体を含有させるようにしてもよい。また、反
射型偏光子２４ｃに拡散機能やレンズ機能を設けてもよい。
【００５８】
　ここで、図３５～３６を参照して、包装部材２２の接合部の例について説明する。
　図３５は、包装部材の接合部の第１の例を示す。この第１の例では、図３５に示すよう
に、光学素子積層体２１の端面上にて、包装部材端部の内側面と外側面とを重ね合わせる
ようにして接合されている。すなわち、包装部材２２の端部が、光学素子積層体２１の端
面に倣うようにして接合されている。
【００５９】
　図３６は、包装部材の接合部の第２の例を示す。この第２の例では、図３６に示すよう
に、光学素子積層体２１の端面にて、包装部材端部の内側面同士を重ね合わせるようにし
て接合されている。すなわち、包装部材２２の端部が、光学素子積層体２１の端面から立
ち上がるようにして接合されている。
【００６０】
（１－２－２）第２の構成例
　図３７は、この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。こ
の光学素子包装体の第２の構成例は、拡散板２３ａの入射面と包装部材２２の出射面との
間に光制御フィルム２４ｄが配設されている点において、第１の構成例とは異なっている
。光制御フィルム２４ｄは、その上面に底面と平行な平面に沿って延在する複数の柱状の
プリズムが連続的に並んで配置された薄い光学シートである。各プリズムは、光学素子積
層体２１の直下に複数の線状光源が並列配置される場合には、各プリズムの延在方向がそ
の線状光源の延在方向（例えば水平方向）と互いに平行となるように並列配置されている
ことが好ましいが、各線状光源の延在方向に対して光学特性上許容できる範囲内で交差す
るように配置されていてもよい。
【００６１】
　これにより、光制御フィルム２４ｄは、例えば一の線状光源から射出された光のうち底
面または各プリズムの上面に臨界角未満の角度で入射した光を屈折透過する一方で、臨界
角以上の角度で入射した光を全反射するので、一の線状光源がつくる光源像を各プリズム
の上面を構成する面の数（厳密には傾斜角ごとに分類される面の数）に応じて複数に分割
する機能を有する。つまり、この光制御フィルム２４ｄは、一の線状光源がつくる光源像
を複数に分割し、分割した後の各光源像により形成される光源像同士の間隔を線状光源同
士の間隔よりも狭くするので、分割した後の光源像の輝度レベル（最大値）と分割した後
の光源像同士の間の輝度レベル（最小値）との差を、分割前の光源像の輝度レベル（最大
値）と分割前の光源像間の輝度レベル（最小値）との差よりも小さくし、照明輝度のむら
を低減することができる。
【００６２】
　なお、光源像とは、光の輝度分布において、輝度のピークを示す光束を表すものであり
、光源像どうしの間隔とは、輝度分布において隣り合うピーク（頂点）どうしの面内方向
における間隔をいうものとする。
【００６３】
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　この光制御フィルム２４ｄは、透光性を有する樹脂材料、例えば熱可塑性樹脂を用いて
一体的に形成されていてもよいし、また、透光性の基材、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレン
テレフタレート）上にエネルギー線（たとえば紫外線）硬化樹脂を転写して形成されてい
てもよい。
【００６４】
　ここで、熱可塑性樹脂としては、光の出射方向を制御するという機能を考慮すると、屈
折率１．４以上のものを用いることが好ましい。このような樹脂としては、例えば、ポリ
カーボネート樹脂、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート樹脂）などのアクリル樹脂、ポ
リエチレンテレフタレートなどのポリエステル樹脂、ＭＳ（メチルメタクリレートとスチ
レンの共重合体）などの非晶性共重合ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂およびポリ塩
化ビニル樹脂などが挙げられる。
　この第２の構成例において、上記以外のことは、第１の構成例と同様である。
【００６５】
（１－２－３）第３の構成例
　図３８は、この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第３の構成例を示す。こ
の光学素子包装体の第３の構成例は、光学素子である拡散フィルム２４ａ、レンズフィル
ム２４ｂ、反射型偏光子２４ｃおよび光制御フィルム２４ｄが支持体である拡散板２３ａ
より小さいサイズを有している点において、第２の構成例とは異なる。このようにするこ
とで、包装部材２２の張力を主として拡散板２３に対して加えることができので、拡散フ
ィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂ、反射型偏光子２４ｃおよび光制御フィルム２４ｄ
に対するしわなどの発生を抑制することができる。
　この第３の構成例において、上記以外のことは、第１の構成例と同様である。
【００６６】
（１－３）光学素子包装体の製造方法
　次に、上述の構成を有する光学素子包装体２の製造方法の一例について説明する。
　まず、図３９Ａに示すように、支持体である拡散板２３ａ上に、光学素子である拡散フ
ィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂ、反射型偏光子２４ｃを、この順序で順次積層する
ことにより、光学素子積層体２１を得る。次に、図３９Ｂに示すように、この光学素子積
層体２１を第１の包装部材２２1上に載置した後、その上に第２の包装部材２２2を載置す
る。次に、図３９Ｃに示すように、第１の包装部材２２1および第２の包装部材２２2の周
縁部２２ａを接合する。接合の方法としては、例えば、接着や溶着などが挙げられる。接
着方法としては、例えばホットメルト型接着方法、熱硬化型接着方法、感圧（粘着）型接
着方法、エネルギー線硬化型接着方法、水和型接着方法または吸湿・再湿型接着方法など
が挙げられる。溶着方法としては、例えば熱溶着、超音波溶着またはレーザ溶着などが挙
げられる。これにより、包装部材２２により光学素子積層体２１の全体が包まれる。次に
、図３９Ｄに示すように、例えば、包装部材２２のうち、光学素子積層体２１の角部２１
ｂに対応する部分を切除などして開口２２ｃを形成する。
【００６７】
　次に、図４０Ａに示すように、例えば、光学素子積層体２１を包装部材２２の一方に寄
せて、光学素子積層体２１の角部２１ｂを包装部材２２の開口から露出させる。次に、図
４０Ｂに示すように、包装部材２２を熱処理することにより、包装部材２２をシュリンク
させる。次に、図４０Ｃに示すように、必要に応じて、包装部材２２に包まれた光学素子
積層体２２の一主面または両主面を加圧ローラ３３により加圧するとともに、加圧ローラ
３３を回転させながら光学素子積層体２１の一主面上または両主面上を移動させる。これ
により、包装部材２１内の余分なエアが開口２２ｃから排出され、包装部材２１と光学素
積層体２２とが密着される。なお、光学素子積層体２１の両主面を加圧ロール３３により
加圧する場合には、包装部材２２に包まれた光学素子積層体を２つの加圧ロール３３によ
り挟みながら、光学素子積層体の両主面を加圧するようにしてもよい。
　以上により、目的とする光学素子包装体２が得られる。
【００６８】
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（２）第２の実施形態
　図４１は、この発明の第２の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。この液晶
表示装置は、包装部材２２が支持体２３のみを包んでいる点において、第１の実施形態と
は異なる。
【００６９】
　図４１に示すように、この液晶表示装置は、光を出射する照明装置１と、照明装置１か
ら出射された光の特性を改善する光学素子包装体２と、光学素子包装体２により特性が改
善された光に基づき、画像を表示する液晶パネル３とを備える。照明装置１と光学素子包
装体２とによりバックライトが構成される。また、必要に応じて、光学素子包装体２と液
晶パネル３との間に、反射型偏光子や拡散フィルムなどの光学素子を配設するようにして
もよい。
【００７０】
　また、光学素子包装体２は、支持体２３と、この支持体２３を包む包装部材２２とを備
える。包装部材２２は、支持体２３に入射する光が透過する第１の領域Ｒ1と、支持体２
３から出射される光が透過する第２の領域Ｒ2とを有し、第１の領域Ｒ1および第２の領域
Ｒ2の少なくとも一方に光学機能を備える。この光学機能は、例えば、第１の領域Ｒ1およ
び／または第２の領域Ｒ2の内側面または外側面の少なくとも一方に備えられる。光学機
能層としては、例えば、集光素子、光拡散素子、光制御素子、偏光性素子、反射偏光性素
子などが挙げられる。
【００７１】
　図４２および図４３は、この発明の第２の実施形態による光学素子包装体の一構成例を
示す。図４２および図４３に示すように、この光学素子包装体２は、支持体である拡散板
２３ａと、この拡散板２３ａを包む包装部材２２とを備える。包装部材２２は、支持体２
３に入射する光が透過する第１の領域Ｒ1に光制御を備え、支持体２３から出射される光
が透過する第２の領域Ｒ2に拡散機能を備える。光制御は、光制御フィルムなどの光制御
素子の機能を有し、拡散層は、拡散フィルムなどの光拡散素子の機能を有する。
　この第２の実施形態において、上記以外のことは、第１の実施形態と同様である。
【００７２】
（３）第３の実施形態
　図４４は、この発明の第３の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。この液晶
表示装置は、照明装置１が光学素子包装体２を支持する支持部３５を備え、光学素子包装
体２が照明装置１の支持体３４ａと係合する被支持部３６を備える点において、第１の実
施形態とは異なる。
【００７３】
　図４５は、この発明の第３の実施形態によるバックライトの一構成例を示す。このバッ
クライトは、１または複数の光源１１と、バックライトシャーシ３４と、バックライトシ
ャーシ３４に支持された光学素子包装体２とを備える。光学素子包装体２は、１または複
数の被支持部３６を備える。被支持部３６は、光学素子包装体２の周縁部に設けることが
好ましく、包装部材２２の開口２２ｃから露出した部分に設けることが好ましい。例えば
、包装部材２２の開口２２ｃから光学素子積層体２１の角部２１ｂが露出している場合、
この露出した角部２１ｂに被支持部３６を設けることが好ましい。被支持部３６は、バッ
クライトシャーシ３４の支持部３５と係合し、光学素子包装体２をバックライトシャーシ
３４上の所定位置に固定するものである。被支持部３６は、例えば、光学素子包装体２の
厚さ方向に貫通する孔部、光学素子包装体２の端面に設けられた溝部などである。上記孔
部としては、円状、楕円状、多角形状、扁平状などの断面形状を有するものが挙げられ、
上記溝部の形状としては、Ｖ字状、Ｕ字状、Ｌ字状、円弧状などの断面形状を有するもの
が挙げられる。なお、これらの孔部や溝部の形状は、バックライトシャーシ３４の支持部
３５と光学素子包装体２の被支持部３６とが係合し、光学素子包装体２の位置を固定可能
なものであればよく、上記形状に限定されるものではない。
【００７４】
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　また、バックライトシャーシ３４は、光学素子包装体２の被支持部３６と係合する支持
部３５と、光学素包装体２の端面を支持する１または複数の支持部３４ｂとを備える。支
持部３５は、バックライトシャーシ３４の支持部３５と光学素子包装体２の被支持部３６
とが係合し、光学素子包装体２をバックライトシャーシ３４上の所定位置に固定するもの
である。支持部３５の形状としては、柱状、棒状、円柱状、針状、アーム状、Ｌ字状、Ｔ
字状、台形状、円錐状、ネジ状などが挙げられるが、バックライトシャーシ３４の被支持
部３６と係合し、光学素子包装体２の位置を固定可能なものであればよく、上記形状に限
定されるものではない。支持部３４ｂは、光学素子積層体２１の端面を支持し、光学素子
包装体２をバックライトシャーシ３４の所定位置に固定するものである。支持部３４ｂは
、例えばバックライトシャーシの周縁部３４ａに設けられている。複数の支持部３４ｂを
設ける場合には、光学素子包装体２の端面を少なくとも２方向から支持可能な位置に支持
部３４ｂを設けることが好ましい。例えば、光学素子包装体２が全体として矩形状を有す
る場合、光学素子包装体２の辺のうち、直交する２辺を支持可能な位置に支持部３４ｂを
設けることが好ましい。
【００７５】
　図４６は、光学素子包装体２の第１の構成例を示す。光学素子積層体２１は、例えば、
全体として矩形状の形状を有する。包装部材２２は、光学素子積層体２１の角部２１ｂに
対応する位置に開口２２ｃを有し、この開口２２ｃから角部２１ｂが露出している。この
開口２２ｃから露出した角部２１には、柱状の支持部３５と嵌合する孔部３６ａが備えら
れている。
【００７６】
　図４７は、光学素子包装体２の第２の構成例を示す。包装部材２２の開口２２ｃから露
出した角部２１に、柱状などの支持部３５と嵌合する、断面Ｕ字状の切り欠き溝部３６ｂ
が備えられている。
【００７７】
（４）第４の実施形態
（４－１）液晶表示装置の構成
　図１は、この発明の第４の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。この液晶表
示装置は、図１に示すように、光を出射する照明装置１と、照明装置１から出射された光
の特性を改善する光学素子包装体２と、光学素子包装体２により特性が改善された光に基
づき、画像を表示する液晶パネル３とを備える。照明装置１と光学素子包装体２とにより
バックライトが構成される。以下では、光学素子包装体などの光学部材の面のうち、照明
装置１からの光が入射する面を入射面、この入射面から入射した光を出射する面を出射面
、および入射面と出射面との間に位置する面を端面と称する。また、入射面と出射面とを
総称して主面と適宜称する。
【００７８】
　照明装置１は、例えば直下式の照明装置であり、光を出射する光源１１と、光源１１か
ら出射された光を反射して液晶パネル３の方向に向ける反射板１２とを備える。光源１１
としては、例えば、冷陰極蛍光管（ＣＣＦＬ：Cold Cathode Fluorescent Lamp）、熱陰
極蛍光管（ＨＣＦＬ:Hot Cathode Fluorescent Lamp）、有機エレクトロルミネッセンス
（ＯＥＬ：Organic ElectroLuminescence）または発光ダイオード(ＬＥＤ：Light Emitti
ng Diode)、無機エレクトロルミネッセンス（ＩＥＬ：Inorganic ElectroLuminescence）
などを用いることができる。反射板１２は、例えば１または複数の光源１１の下方および
側方を覆うように設けられ、１または複数の光源１１から下方および側方などに出射され
た光を反射して、液晶パネル３の方向に向けるためのものである。
【００７９】
　光学素子包装体２は、例えば、照明装置１から出射された光を拡散や集光などの処理を
施して光の特性を変える１または複数の光学素子２４と、１または複数の光学素子を支持
する支持体２３と、１または複数の光学素子２４と支持体２３とを包んで一体化する包装
部材２２を備える。以下では、支持体２３と１または複数の光学素子とを重ね合わされた



(16) JP 4175433 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

ものを光学素子積層体２１と称する。包装部材２２は、光学素子積層体２１に入射する光
が透過する第１の領域Ｒ1と、光学素子積層体２１から出射される光が透過する第２の領
域Ｒ2とを有する。
【００８０】
　光学素子２４の数や種類は、特に限定されるのもではなく、所望とする液晶表示装置の
特性に応じて適宜選択することができる。光学素子２４としては、例えば少なくとも支持
体として作用する光学機能を有する素子、或いは支持体と１または複数の光学機能を有す
る素子を用いることができる。光学素子２４としては、例えば光拡散素子、光集光素子、
反射型偏光子、偏光子または光分割素子などを用いることができる。光学素子としては、
例えば、フィルム状、シート状または板状のものを用いることができる。光学素子２４の
厚さは、例えば５～１０００μｍである。
【００８１】
　支持体２３は、例えば、照明装置１から出射された光を透過する透明板、または照明装
置１から出射された光を拡散や集光などの処理を施して光の特性を変える光学板である。
光学板としては、例えば拡散板、位相差板またはプリズム板などを用いることができる。
支持体２３の厚さは、好ましくは５００～１０００００μｍ、より好ましくは１０００～
５００００μｍである。支持体２３の厚み、断面幅、長さ、および剛性（弾性率）は、包
装部材２２の張力を考慮して適宜選択することが好ましい。
【００８２】
　具体的には、支持体２３としては、バックライトが直下型のものである場合、対角２イ
ンチ～１００インチ程度、厚み１ｍｍ～４ｍｍのサイズを有する、拡散性フィラーが内添
された樹脂板、または拡散性の機能を有する形状や、フィラーを含む層をガラス表面に設
けた拡散性の光学板を使用できる。また、バックライトがサイドライト型のものである場
合、対角１インチ～数１０インチ、厚み０．５～１０ｍｍ程度のサイズを有する透明樹脂
板、フィラーが内添された樹脂板、表面に形状が付与された樹脂板、フィラーが内添され
ると共に表面に形状が付与された樹脂板を使用できる。
【００８３】
　また、液晶表示装置を４０℃の高温環境下に保存したときに、液晶表示装置点灯時の装
置内温度が約６０℃まで上昇する（後述する実施例１参照）ことと、実際の液晶テレビな
どでは、７０℃で偏光板が劣化することを回避するために温度上昇抑制機能を設けている
ことを考慮すると、支持体２３としては、７０℃まで剛性の変動が小さく、かつ、ある程
度の弾性を有しているものが好ましい。このような特性を有する支持体２３の材料として
は、例えば、ポリカーボネート（弾性率２．１ＧＰａ）、ポリスチレン（弾性率２．８Ｇ
Ｐａ）、シクロオレフィン樹脂としてゼオノア樹脂（弾性率２．１ＧＰａ）、アクリル系
樹脂（弾性率３ＧＰａ）などを主成分とするものが挙げられ、これらの材料のうちで最も
弾性率の低い、ポリカーボネート樹脂の弾性率以上（２．１ＧＰａ以上）の弾性率を有す
る材料を主成分とするものが好ましい。
【００８４】
　支持体２３は、例えば高分子材料からなり、その透過率は３０％以上であることが好ま
しい。なお、光学素子２４と支持体２３との積層の順序は、例えば、光学素子２４および
支持体２３の有する機能に応じて選ばれる。例えば、支持体２３が拡散板である場合、支
持体２３は、照明装置１からの光が入射する側に設けられ、支持体２３が反射型偏光板で
ある場合、支持体２３は、液晶パネル３に光を出射する側に設けられる。また、支持体２
３となる透明板や拡散板よりも光源側に光分割や拡散機能を有する光機能を設ける形態な
どの組み合わせや、透明板や拡散板から出射後に更に光拡散機能を設けたり、或いは／更
には光集光機能層を組み合わせて使用しても良い。光学素子２４および支持体２３の入射
面および出射面の形状は、液晶パネル３の形状に応じて選ばれ、例えば縦横比（アスペク
ト比）の異なる矩形状である。
【００８５】
　光学素子２４および支持体２３の主面には、凹凸処理を施すこと、または微少粒子を含
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有させることが好ましい。こすれや摩擦を低減できるからである。また、光学素子２４お
よび支持体２３には、必要に応じて光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤および
酸化防止剤などの添加剤を含有させることにより、紫外線吸収機能、赤外線吸収機能およ
び静電抑制機能などを光学素子２４および支持体２３に付与するようにしてもよい。また
、光学素子２４および支持体２３には、アンチリフレクション処理（ＡＲ処理）やアンチ
グレア処理（ＡＧ処理）などの表面処理を施すことにより、反射光の拡散や反射光そのも
の低減を図るようにしてもよい。また、光学素子２４および支持体２３の表面に、紫外線
や赤外線を反射するための機能を持たせるようにしてもよい。
【００８６】
　包装部材２２は、例えば透明性を有する単層または複数層のフィルム状、シート状もし
くは袋状である。包装部材２２は例えば帯状の形状を有し、その長手方向の端面同士が、
好ましくは光学素子積層体２１の端面上にて接合されている。なお、以下では、包装部材
２２の面のうち、光学素子積層体２１の側となる面を内側面、それとは反対側の面を外側
面と称する。
【００８７】
　包装部材２２のフィルムもしくはシートは、同一方向の長手方向で結合されていても、
長手と交わる方向で結合されていてもよい。これらの包装部材２２は、同一方向および／
または異なる方向にて少なくとも一重以上にて覆われていてもよい。また、これらの包装
部材２２は連続したフィルムあるいはシートは連続しており、少なくとも２層以上にて覆
われており、同一方向および／または異なる方向の両方に設けてもよい。
【００８８】
　光学素子積層体２１の主面が、例えば縦横比の異なる矩形状を有する場合、主面とその
長辺側の両端面とが包装部材２２により包まれ、短辺側の両端面が包装部材２２から露出
するか、あるいは、主面とその短辺側の両端面とが包装部材２２により包まれ、主面と長
辺側の両端面とが露出する。
【００８９】
　包装部材２２の厚さは、例えば５～５０００μｍに選ばれる。なお、包装部材２２の厚
さが、入射面側と出射面側とで異なるようにしてもよく、この場合、入射面側の厚さが出
射面側の厚さに比べて厚いことが好ましい。入射面側の厚さを厚くすることで、光源１１
から発生される熱による支持体２３や光学素子２４の形状変化を抑制できるからである。
但し、目的によって、出射面側の厚さを入射面側の厚さに比べて厚くするようにしてもよ
い。また、包装部材２２は、光学素子積層体２１の主面を、面積比率で５０％以上覆って
いることが好ましく、画面表示域を覆っているか、あるいは画面表示域主面の一方または
両方を開放していることが好ましい。また、包装部材２２が、骨材としての構造体を内包
するようにしてもよい。包装部材２２は、例えば１軸異方性または２軸異方性を有する。
例えば、包装部材２２が矩形状を有する場合、包装部材２２の長手方向に正または負の屈
折率特性にて１軸異方性を有し、もしくは包装部材２２の長手方向に正または負の屈折率
にて２軸異方性を有する。
【００９０】
　また、包装部材２２が異方性を有する場合には、その光学異方性は小さいことが好まし
く、具体的にはそのリタデーション（retardation）が、５０ｎｍ以下であることが好ま
しい。もしくは、光学異方性の光学軸が内包部材の長手或いは短軸に対して同調している
場合には、そのリタデーションは５０ｎｍ以下に限定されず、視野角による色特性などが
使用用途によって満足されれば良い。更には、拡散機能を包装部材２２の出射側に設ける
か、第１の領域Ｒ1の主面を通過した際に、拡散性を有する機能を設けられた包装部材２
２とすること、或いは、光学素子包装体２の出射側に拡散性を有するなどの光学機能を設
けることによって、包装部材２２の異方性を限定することなく使用が可能である。
【００９１】
　包装部材２２としては、１軸延伸もしくは２軸逐次或いは同時延伸のシートまたはフィ
ルムを用いることが好ましい。このようなシートまたはフィルムを用いた場合、熱を加え
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ることにより包装部材２２を延伸方向に収縮させることができるので、包装部材２２と光
学素子積層体２１との密着性を高めることができる。また、包装部材２２としては、伸張
性を示すフィルムやシートを用いて、伸縮させて包括したい方向を主に伸張させた後に、
内包物を伸張性を示すフィルムやシートで挟み込んで内包物の周囲を接着や溶着によって
接合した後に、慎重性フィルムやシートのテンションを開放して、内包された支持体、或
いは／及び光学素子との密着性を高めることができる。
【００９２】
　包装部材２２の材料としては、好ましくは熱収縮性を有する高分子材料、より好ましく
は常温から８５℃までの熱付与により収縮する高分子材料を用いることができる。熱収縮
性を有する高分子材料としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）およびポリプロピレン（
ＰＰ）などのポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）およびポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）などのポリエステル系樹脂、ポリスチレン（ＰＳ）およ
びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）などのビニル結合系、ポリカーボネート（ＰＣ）系樹
脂、シクロオレフィン系樹脂、ウレタン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、天然ゴム系樹脂、な
らびに人工ゴム系樹脂などを単独または混合して用いることができる。
【００９３】
　包装部材２２の熱収縮率は、好ましくは０．２％以上、より好ましくは５％以上、さら
により好ましくは１０％以上、最も好ましくは２０％以上である。この数値範囲にするこ
とで、包装部材２２と光学素子積層体２１との密着性を高めることができるからである。
包装部材２２の熱変形温度は、８０℃以上、望ましくは９０℃以上であることが好ましい
。光源１１から発生される熱により光学素子包装体２の光学特性が低下することを抑制で
きるからである。包装部材２２の材料の乾燥減量は、２％以下であることが好ましい。包
装部材２２の材料の屈折率（包装部材２２の屈折率）は、光線透過率を得るために界面反
射ロスを減らす目的の場合には好ましくは１．６以下、より好ましくは１．５５以下であ
り、集光効果、光分割効果などの光学機能要素を付加させる場合には、１．４５以上好ま
しくは１．５以上が望ましい。
【００９４】
　包装部材２２は、例えば、段落［００７９］、［００８０］、［００９９］、［０１０
０］、［０１０１］、［０１０２］、［０１０３］、［０１０４］、［０１０５］、［０
１０６］、［０１０７］などに記載の光学機能を有するようにしてもよい。具体的には、
光拡散素子、光集光素子、反射型偏光子、偏光子、光分割素子などの光学機能を有するよ
うにしてもよい。
【００９５】
　包装部材２２は、表面の耐傷性、或いは液晶表示装置の表示パネルへの密着防止、或い
は、内添された光学素子、支持体への貼り付き防止、または、直下型光源と光学素子との
隙間を規制するためのピン（スタッド）との輸送などの振動時の擦れ傷防止などの目的の
ために、１種または２種以上のフィラーを含有していることが好ましい。
【００９６】
　また、拡散性の光学機能として包装部材２２に機能付与をすることを目的として、フィ
ラーを包装部材２２の全体、或いは一方の表面、或いは両方の表面、或いは表面と一方或
いは／及び両面のどちらかにフィラーが内添されていてもよく、内添された粒子が表層近
傍に存在していてもよい。
【００９７】
　これら、包装部材２２へのフィラーの内添以外にも、包装部材２２への表層へ樹脂と粒
子の混合物を成形されるか、或いは包装部材２２の表層へ樹脂と粒子と溶媒による塗料を
塗布・溶媒乾燥してフィラーを合有させる方法、フィラーが合有されたエネルギー硬化シ
ステム（ＵＶ硬化、可視光硬化、電子線硬化など）を用いて成膜・成形させる方法、或い
は前述のようにして作製されたフィラー合有層に転写させる方法などが挙げられる。
【００９８】
　フィラーとしては、例えば有機フィラーおよび無機フィラーの少なくとも１種を用いる
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ことができる。有機フィラーの材料としては、例えばアクリル樹脂、スチレン樹脂、フッ
素および空洞からなる群より選ばれる１種または２種以上を用いることができる。無機フ
ィラーとしては、例えばシリカ、アルミナ、タルク、酸化チタンおよび硫酸バリウムから
なる群より選ばれる１種または２種以上を用いることができる。これら有機、無機フィラ
ーは単独でも両方でも用いることができる。フィラーの形状は、例えば針状、球形状、楕
円体状、板状、鱗片状などの種々の形状を用いることができる。フィラーの径としては、
例えば１種または２種以上の径が選ばれる。
【００９９】
　また、前述の包装部材２２にフィラーを合有させるのと同様の目的で、包装部材２２に
形状付与を施してもよい。例えば、熱可塑性樹脂の包装部材２２の一方の面、および／ま
たは両面に対して熱ラミネートや、エンボスなどの操作により形状を付与させることも可
能である。形状の付与を施した後に延伸・熱固定して熱シュリンク性のフィルムを得たり
、熱シュリンク性のフィルムへ熱ラミネート或いはエンボスなどの操作により形状を付与
させたフィルムを得てもよい。
【０１００】
　上述のような熱成形・機械的エンボス成形、フィルム内添型成形、エネルギー硬化性樹
脂などの方法によって形状を付与することができるようになり、光入射側及び出射側の主
面の一方、および／または両方の面に対して集光、拡散、光分割などの光制御手段を設け
ることが可能である。
【０１０１】
　例えば、包装部材２２の光出射側にレンズ形状を付与することにより輝度向上効果が得
られ、同様に拡散機能形状を設けることによって、光源ムラ消し効果、マイクロレンズ形
状によって集光機能の効果を得られる。また、光源側の包装部材２２にもレンズ形状や拡
散機能を付与することにより、光源ムラの低減効果を得ることも可能となる。
【０１０２】
　包装部材２２に光学機能を設ける場合には、光学機能の目的によって光入射側の主面と
、光出射側の主面の少なくとも一方に設けることが可能であり、各々の光学機能が異なっ
ており、異なる機能を設けても良い。例えば、透明、光集光、光拡散、光分割らを組み合
わせても、単独で使用しても良い。これらは、内包される光学機能と同じ機能を使用して
もよく、使用用途によって選択される。
【０１０３】
　また、包装部材２２には、必要に応じて光安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤
および酸化防止剤などの添加剤をさらに含有させて、紫外線吸収機能、赤外線吸収機能お
よび静電抑制機能などを包装部材２２に付与するようにしてもよい。また、包装部材２２
に、アンチグレア処理（ＡＧ処理）およびアンチリフレクション処理（ＡＲ処理）などの
表面処理などを施すことにより、反射光の拡散や反射光そのもの低減などを図るようにし
てもよい。さらには、ＵＶ－Ａ光（３１５～４００ｎｍ程度）などの特定波長領域の光を
透過する機能を付与してもよい。
【０１０４】
　包装部材２２の表面には、光学機能としての凹凸構造が形成されていてもよく、更には
貼り付け防止や、耐傷性のためにうねりを含めた構造としてもよい。集光機能として例え
ば並列したレンズを稜線方向にうねりを加えることにより、レンズの頂部の接触が抑えら
れる。また、一方の面以外に、裏面にも光学機能、あるいは貼り付き防止、耐傷のための
構造を設けてもよい。
【０１０５】
　液晶パネル３は、光源１１から供給された光を時間的空間的に変調して情報を表示する
ためのものである。液晶パネル３の動作モードとしては、例えば、ツイストネマチック（
ＴＮ:Twisted Nematic）モード、垂直配向（ＶＡ：Vertically Aligned）モード、水平配
列（ＩＰＳ:In-Plane Switching）モード、または曲がり配列（ＯＣＢ：Optically Compe
nsated Birefringence）モードが用いられる。
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【０１０６】
（４－２）光学素子包装体の構成
（４－２－１）第１の構成例
　次に、図２～４を参照して、光学素子包装体２の構成例について詳しく説明する。
　図２は、この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す。光学
素子包装体２は、図２に示すように、例えば、支持体である拡散板２３ａと、光学素子で
ある拡散フィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂおよび反射型偏光子２４ｃと、これらを
包んで一体化する包装部材２２とを備える。ここでは、拡散板２３ａと、拡散フィルム２
４ａ、レンズフィルム２４ｂおよび反射型偏光子２４ｃとが光学素子積層体２１を構成す
る。光学素子積層体２１の主面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有している。光学素子
積層体２１の主面とその長辺側の両端面とが帯状の包装部材２２により包まれ、光学素子
積層体２１の短辺側の両端面が露出されている。帯状の包装部材２２の長手方向の両端部
同士が、例えば、光学素子積層体２１の長辺側の端面にて接合される。
【０１０７】
　拡散板２３ａは、１または複数の光源の上方に設けられ、１または複数の光源１１から
の出射光および反射板１２による反射光を拡散させて輝度を均一にするためのものである
。拡散板２３ａとしては、例えば、光を拡散するための凹凸構造体を表面に備えるもの、
拡散板２３ａの主構成材料とは屈折率の異なる微粒子などを含有するもの、空洞性微粒子
を含有するもの、または上記凹凸構造体、微粒子および空洞性微粒子を２種以上組み合わ
せたものを用いることができる。微粒子としては、例えば有機フィラーおよび無機フィラ
ーの少なくとも１種を用いることができる。また、上記凹凸構造体、微粒子および空洞性
微粒子は、例えば拡散フィルム２４ａの出射面に設けられる。拡散板２３ａの光透過率は
、例えば３０％以上である。
【０１０８】
　拡散フィルム２４ａは、拡散板２３ａ上に設けられ、拡散板にて拡散された光を拡散な
どするためのものである。拡散フィルム２４ａとしては、例えば、光を拡散するための凹
凸構造体を表面に備えるもの、拡散フィルム２４ａの主構成材料とは屈折率の異なる微粒
子などを含有するもの、空洞性微粒子を含有するもの、または上記凹凸構造体、微粒子お
よび空洞性微粒子を２種以上組み合わせたものを用いることができる。微粒子としては、
例えば有機フィラーおよび無機フィラーの少なくとも１種を用いることができる。また、
上記凹凸構造体、微粒子および空洞性微粒子は、例えば拡散フィルム２４ａの出射面に設
けられる。
【０１０９】
　レンズフィルム２４ｂは、拡散フィルム２４ａの上方に設けられ、照射光の指向性等を
向上させるためのものである。レンズフィルム２４ｂの出射面には、例えば微細なプリズ
ムレンズ列が設けられており、このプリズムレンズの列方向の断面は、例えば略三角形状
を有し、その頂点に丸みを付すことが好ましい。カットオフを改善し、広視野角を改善で
きるからである。
【０１１０】
　拡散フィルム２４ａおよびレンズフィルム２４ｂとしては、例えば高分子材料からなり
、その屈折率は例えば１．４５以上が好ましく、更に好ましくは１．５以上、最も好まし
くは１．６以上である。光学素子２４またはそれに設けられる光学機能層を構成する材料
としては、例えば、光もしくは電子線で硬化する電離性感光型樹脂、または熱により硬化
する熱硬化型樹脂が好ましく、紫外線により硬化する紫外線硬化樹脂が好ましい。また、
熱可塑性の高分子材料から作製されるタイプでもよい。
【０１１１】
　反射型偏光子２４ｃは、レンズフィルム上に設けられ、レンズシートにより指向性を高
められた光のうち、直交する偏光成分の一方のみを通過させ、他方を反射するものである
。
反射型偏光子２４ｃは、例えば有機多層膜、無機多層膜または液晶多層膜などの積層体で
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ある。また、反射型偏光子２４ｃに異屈折率体を含有させるようにしてもよい。また、反
射型偏光子２４ｃに拡散、レンズ機能を設けてもよい。
【０１１２】
　ここで、図３～４を参照して、包装部材２２の接合部の例について説明する。
　図３は、包装部材の接合部の第１の例を示す。この第１の例では、図３に示すように、
光学素子積層体２１の端面上にて、包装部材端部の内側面と外側面とを重ね合わせるよう
にして接合されている。すなわち、包装部材２２の端部が、光学素子積層体２１の端面に
倣うようにして接合されている。
【０１１３】
　図４は、包装部材の接合部の第２の例を示す。この第２の例では、図４に示すように、
光学素子積層体２１の端面にて、包装部材端部の内側面同士を重ね合わせるようにして接
合されている。すなわち、包装部材２２の端部が、光学素子積層体２１の端面から立ち上
がるようにして接合されている。
【０１１４】
（４－２－２）第２の構成例
　図５は、この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。図５
に示すように、光学素子積層体２１の入射面および出射面とその短辺側の両端面とが、帯
状の包装部材２２により包まれ、光学素子積層体２１の短辺側の両側面が露出されている
。帯状の包装部材２２の長手方向の端部同士が、光学素子積層体２１の長辺側の端面にて
接合される。
【０１１５】
（４－２－３）第３の構成例
　図６は、この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第３の構成例を示す。図６
に示すように、光学素子積層体２１の中央部およびその付近が帯状の包装部材２２により
覆われ、光学素子積層体２１の短辺側の両端部が露出されている。帯状の包装部材２２の
長手方向の端部同士が、光学素子積層体２１の長辺側の端面にて接合される。
【０１１６】
（４－３）光学素子包装体の製造方法
　次に、上述の構成を有する光学素子包装体２の製造方法の一例について説明する。まず
、図７Ａに示すように、重ね合わされた１または複数の光学素子２４と支持体２３とを、
例えば帯状の包装部材２２上に載置する。次に、図７Ａ中の矢印ａに示すように、例えば
帯状の包装部材２２の長手方向の両端部を持ち上げ、重ね合わされた１または複数の光学
素子２４と支持体２３とを包装部材２２により包む。次に、図７Ｂに示すように、例えば
包装部材２２の長手方向の端部同士を、１または複数の光学素子２４または支持体２３の
端面にて接合する。接合の方法としては、例えば、接着剤や溶着による接着などが挙げら
れる。接着剤による接着方法としては、例えばホットメルト型接着方法、熱硬化型接着方
法、感圧（粘着）型接着方法、エネルギー線硬化型接着方法、水和型接着方法または吸湿
・再湿型接着方法などが挙げられる。溶着による接着方法としては、例えば熱溶着、超音
波溶着またはレーザ溶着などが挙げられる。その後、必要に応じて包装部材２２に熱を加
えることにより、包装部材を熱収縮させるようにしてもよい。以上により、目的とする光
学素子包装体２が得られる。
【０１１７】
（５）第５の実施形態
　この第５の実施形態は、第４の実施形態において、２種以上の大きさの光学素子２４を
備えるものである。２種以上の大きさの光学素子２４のうち、最も小さい光学素子２４が
光学素子積層体２１の内部に配設され、最も大きい光学素子２４が光学素子積層体２１の
入射面側または出射面側に配設される。
【０１１８】
　図８に、この発明の第５の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す。図８に示
すように、支持体である拡散板２３ａ上に拡散フィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂお



(22) JP 4175433 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

よび反射型偏光子２４ｃがこの順序で重ねられている。そして、この光学素子積層体２１
が帯状の包装部材２２により包まれている。光学素子積層体２１を構成する光学素子２４
のうちで、最も小さい拡散フィルム２４が、光学素子積層体２１の内部に配設され、最も
大きい光学素子２４の１つである反射型偏光子２４ｃが光学素子積層体２１の出射面側に
配設される。
【０１１９】
（６）第６の実施形態
　この第６の実施形態では、光学素子積層体２１の端面が包装部材２２により覆われて光
学素子積層体が一体化され、光学素子積層体２１の主面が露出されている。また、必要に
応じて光学素子積層体２１の周縁部を包装部材２２によりさらに包むようにしてもよい。
【０１２０】
　図９は、この発明の第６の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。図９に示
すように、光学素子積層体２１の全ての端面が包装部材２２により包まれて、光学素子積
層体２１の入射面および出射面が露出されている。
【０１２１】
　この発明の第６の実施形態では、光学素子包装体２の出射面が露出しているので、光学
素子包装体２の出射側に配設された支持体２３または光学素子２４を透過した光のリタデ
ーションを変えることなく、液晶パネル１０４に入射させることができる。例えば、出射
側に設けられた反射型偏光子２４ｃにより偏向分離された光をそのリタデーションを変え
ることなく、液晶パネル１０４の偏向子に入射させることができる。したがって、輝度の
低下を抑制することができる。
【０１２２】
（７）第７の実施形態
　この第７の実施形態は、第４の実施形態において、２以上の包装部材２２を備え、これ
らの包装部材２２を互いに異なる方向から光学素子積層体２１に被せて、光学素子積層体
２１を包んだものである。２以上の包装部材の材料や形状はそれぞれ異なるものであって
もよい。
【０１２３】
　図１０は、この発明の第７の実施形態による光学素子包装体の一構成を示す。図１０に
示すように、光学素子積層体２１の主面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有する。光学
素子積層体２１の主面およびその短辺側の端面が第１の包装部材３１ａにより包まれる。
光学素子積層体２１の主面およびその長辺側の端面が第２の包装部材３１ｂにより包まれ
る。したがって、光学素子積層体２１のすべての面が第１の包装部材３１ａおよび第２の
包装部材３１ｂにより包まれる。
【０１２４】
（８）第８の実施形態
　この第８の実施形態は、第４の実施形態において、２以上の包装部材２２を用いて光学
素子積層体を束ねて一体化するものである。包装部材２２は、例えば細長い帯状の形状を
有し、光学素子積層体２１の端部などを包んで光学素子積層体２１を一体化する。
【０１２５】
　図１１は、この発明の第８の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。図１１
に示すように、光学素子積層体２１の主面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有する。細
長い帯状を有する第１の包装部材３２ａおよび第２の包装部材３２ｂがそれぞれ、光学素
子積層体２１の両端部を包んで光学素子積層体２１を一体化している。
【０１２６】
（９）第９の実施形態
　この第９の実施形態は、第８の実施形態において、２以上の包装部材２２を通すための
２以上の溝または孔を備えるものである。溝または孔は、光学素子積層体２１の端部近傍
に設けることが好ましい。溝または孔を設けることによる光学特性の低下を抑制できるか
らである。
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【０１２７】
　図１２は、この発明の第９の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す。図１２
に示すように、光学素子積層体２１の主面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有する。光
学素子積層体２１の長辺側の両端部付近にはそれぞれ、溝２１ａ，２１ａが設けられてい
る。細長い帯状を有する第１の包装部材３２ａおよび第２の包装部材３２ｂをそれぞれ、
この溝２１ａ，２１ａを通すようにして光学素子積層体２１の両端部を包んで光学素子積
層体２１を一体化している。
【０１２８】
　この第９の実施形態では、包装部材２２を通すための溝または孔を光学素子積層体２１
に設けているので、製造時や輸送時における包装部材２２のずれを防ぐことができる。し
たがって、液晶表示装置の品質や生産性を向上することができる。
【０１２９】
（１０）第１０の実施形態
　第１０の実施形態は、第４の実施形態において、光学素子積層体２１を包装部材２２に
より密封したものである。包装部材２２は、例えば１または複数の包装部材２２からなり
、その包装部材２２の端辺部分が接合される。この接合部分は、光学素子積層体２１の端
面上に位置することが好ましい。接合部の形成による光学素子包装体２の光学特性の悪化
を回避できるからである。
【０１３０】
　図１３は、この発明の第１０の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す。図１
３に示すように、光学素子積層体２１の主面が、例えば縦横比の異なる矩形状を有し、そ
の６方向全方位が包装部材２２により包まれている。包装部材２２は、例えば第１の第１
の包装部材および第２の包装部材を備え、第１の包装部材および第２の包装部材がそれぞ
れ、例えば光学素子積層体２１の入射面および出射面を覆うようになっている。第１の包
装部材と第２の包装部材とは、例えば異なる物性を有していてもよい。
【０１３１】
　次に、上述の構成を有する光学素子包装体２の製造方法の一例について説明する。まず
、支持体２３上に１または複数の光学素子２４を重ね合わせる。次に、重ね合わされた光
学素子２４および支持体２３を第１の包装部材および第２の包装部材とにより挟み込む。
次に、第１の包装部材および第２の包装部材の周縁部を接合する。以上により、目的とす
る光学素子包装体２が得られる。
【０１３２】
（１１）第１１の実施形態
　この第１１の実施形態は、第１０の実施形態において、包装部材２２の入射面または出
射面の少なくとも一方に開口を設けたものである。
【０１３３】
　図１４は、この発明の第１１の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。図１
４に示すように、包装部材２２の入射面には、例えば液晶パネル３の入射面と略同形状の
開口２２ｂが設けられている。また、光学素子積層体２１の出射面側には、例えば反射型
偏光子２４ｃが設けられている。
【０１３４】
　この発明の第１１の実施形態では、光学素子積層体２１の出射面が露出しているので、
光学素子包装体２の出射側に配設された支持体２３または光学素子２４を透過した光のリ
タデーションを変えることなく、液晶パネル１０４に入射させることができる。例えば、
出射側に設けられた反射型偏光子２４ｃにより偏向分離された光をそのリタデーションを
変えることなく、液晶パネル１０４の偏向子に入射させることができる。したがって、輝
度の低下を抑制することができる
【０１３５】
（１２）第１２の実施形態
　この第１２の実施形態は、第１０の実施形態において、包装部材２２に１または複数の
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開口を設けたものである。開口は、例えば光学素子積層体２１の角部および辺部の少なく
とも一方に設けられている。
【０１３６】
　図１５は、この発明の第１２の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す。
この第１の構成例では、図１５に示すように、包装部材２２は、例えば光学素子積層体２
１の角部２１ａに対応する位置に開口部２２ｃを有する。したがって、光学素子積層体２
１の角部２１ａが包装部材２２から露出されている。
【０１３７】
　図１６は、この発明の第１２の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。
この第２の構成例では、図１６に示すように、包装部材２２は、例えば光学素子積層体２
１の辺部に対応する位置に開口部２２ｃを有する。この開口部２２ｃは、例えばスリット
状を有する。したがって、光学素子積層体２１の辺部が包装部材２２から露出されている
。
【０１３８】
　この第１２の実施形態では、包装部材２２に開口を設け、この開口から光学素子積層体
２１の辺部や角部を露出させるので、光学素子包装体２の製造時や輸送時において、光学
素子積層体２１の辺部や角部により包装部材２２が破損することを抑制できる。
【０１３９】
（１３）第１３の実施形態
　この第１３の実施形態は、第４の実施形態において、包装部材２２と、この包装部材２
２により包まれる支持体２３および１または複数の光学素子２４の少なくとも１つとを接
合するものである。接合の方法としては、例えば、接着剤や溶着による接着などが挙げら
れる。接着剤による接着方法としては、例えばホットメルト型接着方法、熱硬化型接着方
法、感圧（粘着）型接着方法、エネルギー線硬化型接着方法、水和型接着方法または吸湿
・再湿型接着方法などが挙げられる。溶着による接着方法としては、例えば熱溶着、超音
波溶着またはレーザ溶着などが挙げられる。
【０１４０】
　図１７は、この発明の第１３の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す。
この第１の構成例では、接合部２５が光学素子包装体２の入射面側に設けられている。こ
の接合部２５は、包装部材２２の内側の面と、支持体である拡散板２３ａの入射面の一部
または全部とが接合されて形成されている。この接合部２５によって包装部材２２と拡散
板２３ａとが一体化されている。
【０１４１】
　図１８は、この発明の第１３の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。
この第２の構成例では、接合部２５が光学素子包装体２の端面に設けられている。この接
合部２５は、包装部材２２の内側の面と、支持体である拡散板２３ａの端面の一部または
全部とが接合されて形成されている。
【０１４２】
（１４）第１４の実施形態
　この第１４の実施形態は、第４の実施形態において、支持体２３および光学素子２４の
少なくとも一方に凸面または凹面を設けたものである。凸面および凹面は、支持体２３お
よび光学素子２４のうち、最も厚みが大きいものに設けることが好ましく、例えば透明板
や拡散板などの支持体２３に設けられる。支持体２３および光学素子２４の凸面および凹
面は、例えば入射面および出射面の少なくとも一方に設けられ、凸面および凹面を組み合
わせるようにしてもよい。凸面および凹面はそれぞれ、例えば縦方向（垂直方向）および
横方向（水平方向）の少なくとも一方に曲率を有する凸状および凹状の曲面である。この
ような曲面としては、例えば放物面、円柱面、双曲面、楕円面、４次曲面および自由曲面
などを挙げることができる
【０１４３】
　図１９は、この発明の第１４の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す。
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この第１の構成例では、図１９に示すように、支持体である拡散板２３ａの入射面が、例
えば凸状の曲面となっている。この凸状の曲面は、例えば縦方向（垂直方向）に曲率を有
する円柱面である。
【０１４４】
　図２０は、この発明の第１４の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。
この第２の構成例では、図２０に示すように、支持体である拡散板２３ａの入射面が、例
えば凹状の曲面となっている。この凹状の曲面は、例えば縦方向（垂直方向）に曲率を有
する円柱面である。
【０１４５】
（１５）第１５の実施形態
　この第１５の実施形態は、第４の実施形態において、支持体２３および光学素子２４の
少なくとも一方に反りを設けたものである。この反りは、支持体２３および光学素子２４
のうち、最も厚みが大きいものに設けることが好ましく、例えば透明板や拡散板などの支
持体２３に設けられる。支持体２３および光学素子２４の反りは、例えば入射面側または
出射面側が突出するように設けられる。
【０１４６】
　図２１は、この発明の第１５の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。この
一構成例では、図２１に示すように、支持体である拡散板２３ａに反りが設けられている
。この反りは、例えば拡散板２３ａの出射面側が突出するように設けられている。拡散板
２３ａの入射面および出射面は、例えば縦方向（垂直方向）に所定の曲率を有し、横方向
（水平方向）に無限大の曲率を有している。
【０１４７】
（１６）第１６の実施形態
　この第１６の実施形態は、第４の実施形態において、支持体２３および光学素子２４の
少なくとも一方の角部を曲面状または斜面状もしくはそれらの組み合わせた複合形状にし
たものである。すなわち、支持体２３および光学素子２４の少なくとも一方の端面を曲面
状または多角形状、もしくはそれらを組み合わせた複合形状にしたものである。上記形状
は、支持体２３および光学素子２４のうち、最も厚みが大きいものに設けることが好まし
く、例えば透明板や拡散板などの支持体２３に設けられる。また、上記形状は、例えば、
主面および端面の境界部のうち一部または全部に設けられ、好ましくは包装部材２２と接
触する境界部に設けられる。この境界部に設けられる曲面は例えばＲ面であり、境界部に
設けられる斜面は例えばＣ面である。
【０１４８】
　図２２は、この発明の第１６の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。この
一構成例では、図２２に示すように、支持体である拡散板２３ａの各面の境界部のうち、
包装部材２２と接触する境界部には、例えばＣ面などの斜面が設けられている。すなわち
、拡散板２３ａの端部の厚さ方向断面は、例えば台形状となっている。
【０１４９】
（１７）第１７の実施形態
　この第１７の実施形態は、第４の実施形態において、支持体２３および光学素子２４の
少なくとも一方の端面にテーパを設けたものである。テーパは、支持体２３および１また
は２以上の光学素子２４のうち、入射面側および／または出射面側に配設されるものに設
けることが好ましい。また、テーパは、例えば、入射面および出射面の間にある端面の一
部または全部に設けられ、好ましくは包装部材２２により覆われる端面に設けられる。
【０１５０】
　図２３は、この発明の第１７の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。この
一構成例では、図２３に示すように、入射面側に配設された、支持体である拡散板２３ａ
の端面にはテーパが設けられている。このテーパは、拡散板２３ａの端面のうち、包装部
材２２により覆われる端面に設けられている。
【０１５１】
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（１８）第１８の実施形態
　この第１８の実施形態は、第４の実施形態において、支持体２３が１または複数の光学
素子２４を収容する収容部２３ｂを備えるものである。この収容部２３ｂは、支持体２３
の入射面および出射面の少なくとも一方に設けられる。支持体２３の入射面または出射面
の周縁部の一部または全部に枠部２３ｃが設けられて、この枠部２３ｃにより囲まれる領
域が収容部２３ｂとなる。枠部２３ｃは、光学素子２４の位置を規定できるようなもので
あればよく、入射面または出射面の周縁部が部分的に突き出た突起であってもよい。
【０１５２】
　図２４は、この発明の第１８の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。図２
４に示すように、支持体２３は、例えば支持体２３の入射面および出射面の両方に光学素
子２４を収容する。具体的には例えば、支持体２３は、入射面の収容部２３ｂに拡散フィ
ルム２４ａを収容し、出射面の収容部２３ｂにレンズフィルム２４ｂを収容する。支持体
２３の入射面および出射面は、例えば縦横比の異なる矩形状を有し、その入射面および出
射面の対向する短辺または長辺に沿って枠部２３ｃが設けられている。この枠部２３ｃに
より、光学素子２４の位置が規定される。
【０１５３】
（１９）第１９の実施形態
　この第１９の実施形態は、第１８の実施形態において、収容部２３ｂに収容された光学
素子２４の周縁部を保持する保持部をさらに設けたものである。この保持部は、支持体２
３の入射面および出射面の少なくとも一方に設けられる。
【０１５４】
　図２５は、この発明の第１９の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す。図２
５に示すように、入射面側の枠部２３ｃには、その先端から入射面に平行で、かつ入射面
の内側に向かって延びる保持部２３ｄが設けられている。この保持部２３ｄにより、収容
部２３ｂに収容された光学素子２４の周縁部が保持される。
【０１５５】
（２０）第２０の実施形態
　この第２０の実施形態は、第４の実施形態において、１または複数の光学素子２４のう
ちの一部または全部を光学素子包装体２の外側に設けたものである。光学素子包装体２の
外側に設けられる光学素子２４は、例えば、光学素子包装体２と液晶パネル３との間、お
よび／または光学素子包装体２と照明装置１との間に配される。また、光学素子包装体２
の外側に設けられた光学素子２４を、例えば光学素子包装体の出射面または入射面に接着
剤などにより接合するようにしてもよい。光学素子包装体２の外側に設けられる光学素子
２４としては、例えば光拡散素子、光集光素子、反射型偏光子、偏光子または光分割素子
などを用いることができる。
【０１５６】
　図２６は、この発明の第２０の実施形態によるバックライトの一構成例を示す。図２６
に示すように、照明装置１から液晶パネル３に向かって、例えば、光学素子包装体２、光
学素子である反射型偏光子２４ｃがこの順序で設けられている。光学素子包装体２は、拡
散板２３ａ、拡散フィルム２４ａおよびレンズフィルム２４ｂが包装部材２２に包装され
て一体化されている。
【０１５７】
　この第２０の実施形態では、反射型偏光子などの光学素子２４を光学素子包装体２の外
側に設けているので、反射型偏光子などの光学素子２４から出射された光のリタデーショ
ンを変えることなく、液晶パネル３に入射させることができる。
【０１５８】
（２１）第２１の実施形態
　この第２１の実施形態は、第４の実施形態において、包装部材２２の内側面および外側
面の少なくとも一方に構造体および光学機能を設けたものである。この光学機能は、例え
ば光学素子包装体２の入射面側または出射面側の少なくとも一方に設けられる。構造体お
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よび光学機能は、照明装置１から入射される光の特性を改善するためのものである。構造
体としては、例えばシリンドリカルレンズ、プリズムレンズまたはフライアイレンズなど
の各種レンズを用いることができる。また、シリンドリカルレンズやプリズムレンズなど
の構造体に対してウォブルを付加してもよい。この構造体は、例えば溶融押出法または熱
転写法により形成される。光学機能としては、例えば紫外線カット機能（ＵＶカット機能
）または赤外線カット機能（ＩＲカット機能）などを用いることができる。
【０１５９】
　図２７は、この発明の第２１の実施形態によるバックライトの一構成例を示す。図２７
に示すように、照明装置１から液晶パネル３に向かって、例えば、拡散板２３ａ、拡散フ
ィルム２４ａ、レンズフィルム２４ｂ、反射型偏光子２４ｃがこの順序で設けられている
。また、拡散板２３ａは包装部材２２により包まれ、その包装部材の内側面のうち、入射
側となる部分には、ムラ消し機能などを有する構造体２６が設けられている。
【０１６０】
（２２）第２２の実施形態
　この第２２の実施形態は、第４の実施形態において、光学素子包装体２の端面の一部ま
たは全部に、光学素子包装体２の端面から出射される光を反射する反射部を設けたもので
ある。反射部は、例えば、包装部材２２の内側面および外側面、包装部材２２と光学素子
積層体２１との間、ならびに光学素子積層体２１の端面の少なくとも１つの位置に設けら
れている。反射部としては、例えば金属反射膜、酸化物金属膜および金属多層膜などの無
機多層反射膜、高分子多層膜などの有機多層反射膜、フィラーを含有する高分子樹脂層、
空孔を含有する高分子樹脂層ならびに構造反射体の少なくとも１種を用いることができ、
具体的には例えば、酸化チタンなどのフィラーと気泡とを含む白色ＰＥＴフィルムを用い
ることができる。構造反射体としては、例えば略プリズム形状の構造体を用いることがで
きる。
【０１６１】
　図２８は、この発明の第２２の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す。
この第１の構成例では、図２８に示すように、光学素子積層体２１の端面に、例えば白色
ＰＥＴフィルムなどの反射フィルムが配設されている。この反射フィルムは、例えば光学
素子積層体２１の端面に接着剤などにより接合されている。
【０１６２】
　図２９は、この発明の第２２の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す。
この第２の構成例では、図２９に示すように、光学素子積層体２１の端面には反射バンド
２７により包まれている。反射バンド２７は、例えば、帯状の反射フィルムであって、そ
の長手方向の端部同士が接合されている。接合方法としては、例えば、第４の実施形態に
おける包装部材２２の接合方法を用いることができる。反射バンド２７の基材として、例
えば熱収縮性を有するものを用いることができる。
【０１６３】
　この第２２の実施形態では、光学素子包装体２の端面に反射部が設けられているので、
光学素子包装体２の端面にて照明装置１からの光を反射することができるので、照明装置
１からの光を有効に活用することができる。
【０１６４】
（２３）第２３の実施形態
　この第２３の実施形態による液晶表示装置は、照明装置１としてエッジ式の照明装置を
用いるものである。この照明装置は、液晶パネル３の一端側に配設された光源１１からの
光を導光板１３を介して液晶パネル全面に行き渡らせるものである。
【０１６５】
　図３０は、この発明の第２３の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す。図３０
に示すように、この液晶表示装置は、例えば、光を出射する光学素子包装体２と、この光
学素子包装体２から出射された光に基づき画像を表示する液晶パネル３とを備える。液晶
パネル３としては、例えば第４の実施形態と同様のものを用いることができる。
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【０１６６】
　光学素子包装体２は、導光板１３と、導光板１３の一端部に設けられた光源１１と、こ
の光源１１を包むように導光板１３の一端部に設けられたランプリフレクタ１４と、導光
板１３の背後に設けられた反射シート１５と、導光板１３上に設けられた光学素子積層体
２１と、少なくとも反射シート１５、導光板１３および光学素子積層体２１を包んでこれ
らの部材を一体化する包装部材２２とを備える。
【０１６７】
　光学素子積層体２１は、例えば２以上の光学素子を重ね合わせて構成される。具体的に
は例えば、光学素子積層体２１は、導光板１３上に、拡散シート、プリズムシート、プリ
ズムシート、拡散シートをこの順序で重ね合わせて構成される。包装部材２２としては、
例えば上述の第４の実施形態と同様のものを用いることができる。
【実施例】
【０１６８】
　以下、実施例によりこの発明を具体的に説明するが、この発明はこれらの実施例のみに
限定されるものではない。
【０１６９】
（実施例１）
（透明包装フィルムの作製）
　まず、包装フィルムであるオレフィン系シュリンクフィルムとして、ポリプロピレン／
ポリエチレン－ポリプロピレン系／ポリプロピレンを主成分とする組成物を、共押し出し
によって縦延伸次いで横延伸の逐次２軸延伸を施し、熱固定処理を加えて、成形後の厚み
が２９μｍの熱シュリンク性フィルムを得た。
【０１７０】
（加熱収縮特性評価）
　次に、上述のようにして得られた包装フィルムを□３００ｍｍ（３００ｍｍ×３００ｍ
ｍ）の大きさに金尺にて切り出して、送風乾燥機にて１００℃×１０分間処理した際の加
熱収縮変化量を測定した。その結果を以下に示す。なお、本実施例では、フィルムの長手
軸方向をＭＤ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）方向、幅方向をＴＤ（Ｔｒａｎｓ
ｖｅｒｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）方向として表記する。
　　　　　ＭＤ方向：１２％
　　　　　ＴＤ方向：１５％
【０１７１】
（拡散機能の光学特性）
　次に、上述のようにして得られた包装フィルムの光学特性を確認した。測定には、村上
色彩製のヘイズメーター　ＨＭ－１５０を用いた（ヘイズ値：ＪＩＳ－Ｋ－７１３６、全
光線透過率：ＪＩＳ－Ｋ－７３１６準拠）。その結果を以下に示す。
　　　　　ヘイズ値：６％
　　　　　全光線透過率：９１％
【０１７２】
（光学素子包装体の作製）
　支持体として、ポリカーボネートを主成分とする拡散板（５００ｍｍ×８９０ｍｍ×２
ｍｍ）を用意し、市販の拡散シート（恵和製ＢＳ－９１２：２０５μｍ×４９８ｍｍ×８
８８ｍｍ）、レンズシート（ソニー製、ポリカーボネート樹脂、レンズピッチ１８５μｍ
、双曲面形状、サイズ４５０μｍ×４９８ｍｍ×８８８ｍｍ）を用意した。次に、拡散板
、拡散シート、レンズシート、拡散シートをこの順序で積層して光学素子積層体を作製し
、この光学素子積層体を包装フィルム上に設置し、その上に再度包装フィルムを設置し、
全体が５４０ｍｍ×９５０ｍｍの寸法となるように四方を熱溶着により接合し、溶断した
。次に、包装フィルムの端部にφ０．５ｍｍの穴を５０ｍｍの間隔で開けた。
【０１７３】
　次に、包装フィルムにて包装された本光学素子積層体を１００℃に加温された送風乾燥
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機中にて加熱し、包装フィルムをシュリンクさせて内包される光学素子積層体と密着させ
るために、包装フィルムの端部の穴からエア抜きをしつつ、冷却した。その後、ゴムロー
ルにて挟まれた加圧ローラーをかけて余分なエアを抜き出して、支持体である拡散板と、
光学素子である拡散シート、レンズシート、および拡散シートとを密着させた。
　以上により、光学素子包装体が得られた。
【０１７４】
（信頼性評価）
　次に、前実験として、ソニー製４０インチの液晶ＴＶのバックライトに装填されている
拡散板と光源となるＣＣＦＬとの間において、拡散板表面の温度を熱電対にて計測した。
その結果、拡散板表面の中央部の温度は６３℃であった。また、実使用環境の上限温度と
して４０℃の恒温槽中にて、上記測定と同様にして、拡散板表面の中央部の温度を測定し
た。その結果、拡散板表面の中央部の温度は６８℃であった。
　そこで、上記測定結果を考慮して、以下の擬似的な環境下にて光学素子包装体を保持し
て評価を行った。すなわち、７０℃の高温Ｄｒｙ環境中に光学素子包装体を保存した後、
拡散板のソリ量を、金尺にて計測した。その結果を表１に示す。
【０１７５】
（ＴＶ実装評価）
　次に、４０インチのソニー製液晶ＴＶから拡散板などの光学素子を取り出し、その代わ
りに光学素子包装体を実装し、この液晶ＴＶを点灯して輝度および画質を評価した。その
結果を表１に示す。
　輝度ムラを以下の基準にて評価した。
　　　　　５点：正面ムラなし、斜視ムラなし
　　　　　４点：正面ムラなし、斜視ムラ僅かに確認できる
　　　　　３点：正面ムラ僅か、斜視ムラ僅か
　　　　　２点：正面ムラ小、　斜視ムラ小
　　　　　１点：正面ムラ明確、斜視ムラ大
　また、輝度評価は、コニカミノルタ製のＣＳ－１０００にて輝度を測定し、後述する比
較例１の輝度を基準とする相対値で評価した。
【０１７６】
（比較例１）
　以下、図４８を参照して、比較例１について説明する。
　まず、一方の長辺側にタブ４２が設けられている以外は実施例１と同様である、拡散板
、拡散シート、レンズシート、拡散シートを用意した。次に、タブ４２の方向が揃うよう
にして、拡散板、拡散シート、レンズシート、拡散シートをこの順序で積層して光学素子
積層体を作製した。次に、この光学素子積層体の信頼性を実施例１と同様にして評価した
。その結果を表１に示す。次に、バックライトシャーシ４１のピン４３に対して、タブ４
３に孔４５を係合するようにして、光学素子積層体を液晶ＴＶに実装して実施例１と同様
にして、ＴＶ実装評価を行った。その結果を表１に示す。
【０１７７】
（比較例２）
　まず、実施例１と同様にして、拡散板、拡散シート、レンズシート、拡散シートを用意
し、各光学素子間を透明アクリル粘着剤で貼合せて一体化させることにより、光学素子積
層体を得た。次に、この光学素子積層体を用いる以外は実施例１と同様にして、信頼性評
価およびＴＶ実装評価を行った。その結果を表１に示す。
【０１７８】
（評価結果）
　表１から以下のことがわかる。
　まず、比較例１の各シートを実装して評価した結果、バックライト中の光源による熱に
より内添シートが熱膨張にて寸法変化が生じて自由に動こうとするが、表示装置の表示エ
リア外に設けられたタブによる寸法規制によって、局部的にうねりが発生することが確認
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され、外観評価は２点であった。
【０１７９】
　また、タブ部分を有していない比較例２のように、各シートを感圧粘着剤を用いて一体
化させ剛性不足を解消させていく方法を用いた場合には、貼合直後は非常に剛直なプレー
トになっていた。しかし、貼合後の単品保存によって、加温されると反りが発生し易く、
貼合による熱膨張や、拡散シートの基材に使用されているポリエチレンテレフタレートの
残留歪みが開放（熱収縮）されて、バイメタル効果によって貼合されたプレートに反りが
発生してしまう。実装した際にもバイメタルによるソリ応力が発生し、一部はがれるなど
の画質不良（画質点数１点）が発生した。
【０１８０】
　また、光学特性として正面輝度は比較例１に比べて貼合によって１８％低下した。貼合
によるプレートに対して感圧接着剤によるレンズシート、拡散シートの上面の埋め込みが
無くなり、更にはレンズシート光入射側を接合されることによって入射光が透過し易くな
り、集光効果が低下し易くなり正面輝度の低下が生じたものと考えられる。
【０１８１】
　これらに対して、貼合手法を用いずに光学素子を一体化された実施例１の場合には、単
体での耐熱性が優れており、反りは殆ど発生しなかった。また、各光学素子の入射・出射
側の光線方向への影響が非常に少なく、単純に積層された状態と同様となり、透明包装フ
ィルムによる界面反射ロス分として５％の輝度ロスに留めることが可能であった。比較例
１においてタブに起因すると思われる光学シートのたわみは発生しておらず、概観上の輝
度ムラが無く、光学素子包装体を用いた実施例１においては、良好な画質表示の結果が得
られた。
【０１８２】
（実施例２）
　次に、実施例１の光出射側に配設された拡散シートの機能を、光出射側の包装フィルム
に付与した実施例について説明する。
【０１８３】
（第２の領域（出射側）の包装フィルム：拡散性包装フィルムの作製）
　まず、実施例１と同様にして熱収縮性の透明包装フィルムを得た。次に、この包装フィ
ルム上に拡散性の光学機能層を以下のようにして形成して、第２の領域の包装フィルムを
得た。まず、下記の塗料組成に示す原料を配合し、ディスパーにて３時間混合して、拡散
性塗料を得た。次に、包装フィルムに対してコロナ放電による易接着処理を行い、調整し
た拡散性塗料をグラビア塗布法により塗布し、スムージングした後、最高ドライヤー温度
：７０℃にて乾燥させた。これにより、厚さ６μｍの拡散機能が包装フィルム上に形成さ
れた。
　ポリメチルメタクリレート主成分のアクリル樹脂：１００重量部
　アクリルビーズ（φ５μｍ、芯球状）：３０重量部
　メチルエチルケトン溶剤：３００重量部
【０１８４】
（加熱収縮特性評価）
　次に、上述のようにして得られた、拡散機能を有する包装フィルムの１００℃×１０分
間の加熱収縮特性を実施例１と同様にして計測した。その結果を以下に示す。
　　　　　ＭＤ方向：１１％
　　　　　ＴＤ方向：１３％
　この結果から、拡散機能層を付与したフィルムは、拡散機能層を付与する前と同様に熱
収縮性を有していることがわかる。
【０１８５】
（第１の領域（入射側）：包装フィルムの作製）
　次に、拡散性塗料の塗布を省略する以外は、上述の拡散性包装フィルムの作製と同様に
して、包装フィルムを得た。すなわち、透明包装フィルムに対して乾燥処理のみを行い、
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熱履歴を同様とした包装フィルムを得た。
【０１８６】
（加熱収縮特性評価）
　次に、上述のようにして得られた包装フィルムの１００℃×１０分間の加熱収縮特性を
実施例１と同様にして計測した。その結果を以下に示す。
　　　　　ＭＤ方向：１１％
　　　　　ＴＤ方向：１２％
【０１８７】
（拡散機能の光学特性評価）
　次に、上述の拡散機能を有する包装フィルムの光学特性を評価した。その結果を以下に
示す。なお、測定には、村上色彩製のヘイズメーター　ＨＭ－１５０を用いた（ヘイズ値
：ＪＩＳ－Ｋ－７１３６、全光線透過率：ＪＩＳ－Ｋ－７３１６準拠）。
　ヘイズ値：９２％
　全光線透過率：７６％
【０１８８】
（光学素子包装体の作製）
　次に、支持体として、ポリカーボネートを主成分とする拡散板（５００ｍｍ×８９０ｍ
ｍ×２ｍｍ）を用意し、市販の拡散シート（恵和製ＢＳ－９１２：２０５μｍ×４９８ｍ
ｍ×８８８ｍｍ）、レンズシート（ソニー製、ポリカーボネート樹脂、レンズピッチ１８
５μｍ、双曲面形状、サイズ４５０μｍ×４９８ｍｍ×８８８ｍｍ）を用意した。次に、
拡散板、拡散シート、レンズシートをこの順序で積層し、拡散層を有する包装フィルムと
同様の熱履歴を経た包装フィルム上に設置し、その上に拡散機能層を設けた包装フィルム
を設置し、全体が５４０ｍｍ×９５０ｍｍの寸法となるように四方を熱溶着により接合し
、溶断した。
【０１８９】
　次に、この包装フィルムの４つの角部分を開放するようにコーナーカットを施した。次
に、１００℃に加温された送風乾燥機中にて加熱し、包装フィルムをシュリンク・冷却し
て、支持体となる拡散板と、光学素子である拡散シート、およびレンズシートとを密着さ
せた。以上により、最表面に拡散機能層を有する光学素子包装体が得られた。
【０１９０】
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体の信頼性評価を実施例１と同様にして
行った。その結果、ソリの発生は確認されなかった。次に、ＴＶ実装による画質評価を実
施例１と同様にして行った。その結果、たわみによるうねりは発生せず輝度ムラは良好で
あり、実施例１にて発生していた輝度ロスが改善されて、相対輝度が４％増加した。また
、比較例１の包装フィルムが無い場合に比して、－１％の相対輝度低下におさえることが
可能となった。
【０１９１】
　更に、コーナー部分を開放した光学素子包装体とすることによって、光学素子包装体の
外観上、実施例１ではコーナー部分に僅かに、収縮角が残っており、実装した際にこの角
があたって、僅かにゆがみを生じていたが、コーナー部分が無い状態で作製することによ
って収縮角の発生しない光学素子包装体が作製できる。また、エア抜きの作業が必要なく
、工程上簡単に作製が可能となる。実際にＴＶに実装した際に、コーナー部分のたるみは
全く無く、良好であった。
【０１９２】
（実施例３）
　次に、実施例１のレンズシートの機能を、光出射側の包装フィルムに付与し、指向性の
強いレンズのたわみを改善する実施例について説明する。
【０１９３】
　まず、実施例１の包装フィルムの材料をオレフィン系材料からポリエチレンナフタレー
トのフィルム５０μｍに変えて加熱状態で逐次２軸遠心を行い、包装フィルムを得た。



(32) JP 4175433 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

（加熱収縮特性評価）
　次に、上述のようにして得られた包装フィルムの１００℃×１０分間の加熱収縮特性を
実施例１と同様にして計測した。その結果を以下に示す。
　　　　　ＭＤ方向：１２％
　　　　　ＴＤ方向：１２％
【０１９４】
（第２の領域（出射側）の包装フィルム：プリズムシート形状付与包装フィルム）
　次に、上記延伸作業前のポリエチレンナフタレートのフィルムに対して、９０°の頂角
を有するプリズム形状が面内に並んだパターンを熱転写により成形した。その後、上述の
逐次２軸延伸を同様に行い、プリズム形状を有する包装フィルムを得た。
【０１９５】
（第１の領域（入射側）：包装フィルムの作製）
　次に、上述のプリズム形状が付与された熱収縮性フィルムを用いて、実施例１と同様に
して、拡散板および拡散シートを、プリズム形状が付与された包装フィルムと、プリズム
形状が付与されていないフィルムとにより挟み込み、端部を溶着することにより接合し、
溶断した。
【０１９６】
　次に、この包装フィルムの４つの角部分を開放するようにコーナーカットを施した。次
に、１２０℃に加温された送風乾燥機中にて加熱し、包装フィルムをシュリンク・冷却し
て、支持体である拡散板と、光学素子である拡散シートおよびレンズシートとを密着させ
た。以上により、レンズ機能を光出射側の表面に有する光学素子包装体が得られた。
【０１９７】
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体の信頼性評価を実施例１と同様にして
行った。その結果、反りの発生はなかった。
【０１９８】
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体上に市販の拡散シートを乗せて実施例
１と同様のＴＶ実装評価を行った。光学シートによるたわみによる輝度ムラは確認されず
、非常に良好な画質が得られた。実施例１、実施例２では、内包されたレンズの指向性が
強く僅かなたわみが輝度ムラを発生させていたと考えられるが、包装フィルムにレンズを
設けることでテンションをもって実装されていることでレンズ体自体のたわみが解消され
ているものと考えられる。
【０１９９】
　ここで、包装フィルムに光学機能層を設けることで界面ロスによる輝度低下を抑制しつ
つ、従来厚くしてたわみを抑制していた手法に対して、薄く全体にテンションをかけられ
ることでたわみを改善できることがわかる。また、単体の光学フィルムの厚みが従来の４
５０μｍに対して約３０～５０μｍとすることによって軽量・薄型、材料費の削減させる
効果も期待できることがわかる。
【０２００】
（実施例４）
　光学素子包装体の光出射側の表面に紫外線硬化樹脂を塗布し、この紫外線硬化樹脂に対
して形状を転写する実施例について説明する。
【０２０１】
　まず、拡散板と拡散シートとだけを包装フィルムにより包装する以外は実施例１と同様
にして光学素子包装体を得た。次に、９０°のプリズム形状が平面上に並んだ透明なポリ
オレフィン系樹脂（日本ゼオン製　ゼオノア樹脂）の型を用意して、この表面にＵＶ樹脂
（硬化後の屈折率１．５７）を塗布し、これを上記光学素子包装体の光出射面側へコロナ
処理を施した面上に転写した後に、ＵＶ照射して硬化・型を剥離してプリズム形状を有す
る光学素子包装体を得た。これ以外のことは実施例３と同様である。
【０２０２】
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体の信頼性評価を実施例１と同様にして
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行った。その結果、反りの発生はなかった。
【０２０３】
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体上に市販の拡散シートを乗せて実施例
１と同様のＴＶ実装評価を行った。光学シートによるたわみによる輝度ムラは確認されず
、非常に良好な画質が得られた。これも実施例３と同様に、包装フィルムにレンズを設け
られ、テンションをもって実装されていることで、レンズ体自体のたわみが解消されてい
るものと考えられる。
【０２０４】
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【表１】

【０２０５】
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（実施例５）
　液晶ＴＶのバックライトの光源であるＣＣＦＬの本数を２０本から１６本に減らし、Ｃ
ＣＦＬに対する印加電力を増して使用する実施例について説明する。
　本実施例では、図４９に示すように、光学素子包装体２と光源１１との距離を距離Ｈ、
光源１１間同士のピッチをピッチＰと定義する。
【０２０６】
　まず、半径２００μｍの３２０μｍ幅分の円弧形状部が飛び出した形状と５μｍの平坦
域が面内に周期的に繰り返された光制御フィルムを熱成形により作製した。このフィルム
は、拡散板へ入射する光源量を均一化するためのものであり、厚さ３００μｍを有する。
次に、この光制御フィルムを拡散板と第１の領域（光源側）の包装フィルムとの間に配設
する以外のことは実施例２と同様にして光学素子包装体を得た。
【０２０７】
（信頼性評価）
　次に、上述のようにして得られた光学素子包装体の信頼性評価を実施例１と同様にして
行った。その結果、そりの発生はなかった。
【０２０８】
（ＴＶ実装評価）
　次に、ソニー製４０インチの液晶ＴＶを準備し、そのバックライトのＣＣＦＬの本数を
２０本から１６本に減らすとともに、ＣＣＦＬ間のピッチＰを広げてピッチＰを調整した
。具体的には、２３．７ｍｍであったピッチＰ（ＣＣＦＬ：２０本）を、２９．３ｍｍ（
ＣＣＦＬ：１６本）に広げた。このときの拡散板とＣＣＦＬ管の中心との距離であるＨは
１４．５ｍｍであり、ピッチの変更をした以外は変えず使用した。次に、このバックライ
トに対して、上述のようにして得られた光学素子包装体を実装して実施例１と同様にして
ＴＶ実装評価を行なった。その結果、光源ムラは確認されなかった。
【０２０９】
（比較例３）
　光制御フィルム上に、拡散板、拡散シート、レンズシート、拡散シートを順次積層して
光学素子積層体を得た。次に、この光学素子積層体を用いる以外は実施例５と同様にして
、信頼性評価およびＴＶ実装評価を行った。その結果、光源ムラが確認された。
【０２１０】
（比較例４）
　光制御フィルム上に、拡散板、拡散シート、レンズシート、拡散シートを順次積層して
光学素子積層体を作製した。この光学素子積層体を用いる以外は実施例５と同様にして、
信頼性評価およびＴＶ実装評価を行った。その結果、光源ムラが確認された。これは、拡
散板と光源との間の光制御フィルムが包装フィルムにより密着されておらず、熱にて光制
御フィルムが自由に変形したためと考えられる。
【０２１１】
（比較例５）
　拡散板上の拡散シートを１枚から２枚に増やす以外のことは比較例３と同様にして、信
頼性評価およびＴＶ実装評価を行った。その結果、ムラは改善されなかった。
【０２１２】
（比較例６）
　拡散板上の拡散シートを２枚から３枚に増やす以外のことは比較例３と同様にして、信
頼性評価およびＴＶ実装評価を行った。その結果、ムラは改善されなかった。
【０２１３】
（評価結果）
　比較例３では、光源ムラが消えず、この光源ムラを抑制するために拡散シートを追加し
た比較例５、６でも、ムラは改善されないのに対して、光源上に設置した光制御フィルム
を光学素子包装体に内包した実施例５では、光源ムラが改善されることがわかる。但し、
前提として光学素子包装体が必要であり、単体で使用した際には、比較例４のように、光
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源から発生する熱エネルギーによって変形が生じて、結果として光源ムラが発生する。し
たがって、通常、拡散板の光出射面側に配設される光学素子類を拡散板と光源との間にも
設置することが可能となり、従来にない光機能層を拡散板と光源との間に新たに設けるこ
とが可能になることがわかる。
【０２１４】
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【表２】

【０２１５】



(38) JP 4175433 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

　以上の結果から、光学素子包装体を用いることにより、以下の効果が得られることが確
認できた。
（１）従来タブらによって固定されていることにより発生していた熱膨張起因のたわみが
解消される。大型サイズになるほどサイズと自重が増すためにタブは増加させていたがこ
の影響を改善できる。
（２）光学素子の機能を包装フィルムに付与することによって、包装フィルム自体の界面
反射による輝度ロスを抑制し、置き換え前の光学機能層の薄型・軽量化が可能となる。
（３）光学機能層を設けた包装フィルムは、テンションにより平坦化が図られておりたわ
みなどによる輝度ムラの影響を改善できる。
（４）従来支持体となる拡散板の上に一方にしか配置できなかった光学素子類を、拡散板
の両面に配置することが可能となり、新規光学設計が可能となる。例えば、光源制御フィ
ルムなどを設けることにより、ダイレクトに光源制御が可能となり光源数の削減設計や、
光源と拡散板らの距離を薄くできる設計などが可能となる。
（５）光学素子包装体の作製方法として、コーナー部分を開放する設計とすることにより
、収縮角らが抑制でき、僅かなたわみらも解消させることが可能となる。
【０２１６】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０２１７】
　例えば、上述の実施形態において挙げた数値はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこ
れと異なる数値を用いてもよい。
【０２１８】
　また、上述の実施形態の各構成は、この発明の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わ
せることが可能である。
【０２１９】
　また、上述の実施形態において、光学素子同士または光学素子と支持体とを、光学機能
が損なわれないように一部を接合させてもよく、表示機能の劣化を抑える点から、端部に
設けることが好ましい。
【０２２０】
　また、上述の実施形態において、光学素子包装体が、ムラ消しフィルムをさらに設ける
ようにしてもよい。このムラ消しフィルムは、例えば支持体の入射面と包装部材との間に
設けられる。
【０２２１】
　また、上述の実施形態では、包装部材としてフィルム状またはシート状のものを用いる
場合を例として説明したが、包装部材としてある程度の剛性を有するケースなどを用いる
ようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２２２】
【図１】この発明の第４の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す概略図である
【図２】この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視図で
ある。
【図３】この発明の第４の実施形態における包装部材の接合部の第１の例を示す断面図で
ある。
【図４】この発明の第４の実施形態における包装部材の接合部の第２の例を示す断面図で
ある。
【図５】この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視図で
ある。
【図６】この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の第３の構成例を示す斜視図で
ある。
【図７】この発明の第４の実施形態による光学素子包装体の製造方法の一例について説明
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するための斜視図である。
【図８】この発明の第５の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す斜視図である
。
【図９】この発明の第７の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図である
。
【図１０】この発明の第７の実施形態による光学素子包装体の一構成を示す斜視図である
。
【図１１】この発明の第８の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図であ
る。
【図１２】この発明の第９の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す斜視図であ
る。
【図１３】この発明の第１０の実施形態による光学素子積層体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図１４】この発明の第１１の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図１５】この発明の第１２の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視
図である。
【図１６】この発明の第１２の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視
図である。
【図１７】この発明の第１３の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視
図である。
【図１８】この発明の第１３の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視
図である。
【図１９】この発明の第１４の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視
図である。
【図２０】この発明の第１４の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視
図である。
【図２１】この発明の第１５の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図２２】この発明の第１６の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図２３】この発明の第１７の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図２４】この発明の第１８の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図２５】この発明の第１９の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図で
ある。
【図２６】この発明の第２０の実施形態によるバックライトの一構成例を示す斜視図であ
る。
【図２７】この発明の第２１の実施形態によるバックライトの一構成例を示す斜視図であ
る。
【図２８】この発明の第２２の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視
図である。
【図２９】この発明の第２２の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視
図である。
【図３０】この発明の第２３の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す概略図であ
る。
【図３１】従来の液晶表示装置の構成を示す概略図である。
【図３２】この発明の第１の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す概略図である
。
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【図３３】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す斜視図
である。
【図３４】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す平面図
および断面図である。
【図３５】この発明の第１の実施形態における包装部材の接合部の第１の例を示す断面図
である。
【図３６】この発明の第１の実施形態における包装部材の接合部の第２の例を示す断面図
である。
【図３７】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す斜視図
である。
【図３８】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の第３の構成例を示す斜視図
である。
【図３９】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の製造方法の一例を説明する
ための工程図である。
【図４０】この発明の第１の実施形態による光学素子包装体の製造方法の一例を説明する
ための工程図である。
【図４１】この発明の第２の実施形態による液晶表示装置の一構成例を示す概略図である
。
【図４２】この発明の第２の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す斜視図であ
る。
【図４３】この発明の第２の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す平面図およ
び断面図である。
【図４４】この発明の第３の実施形態による光学素子包装体の一構成例を示す概略図であ
る。
【図４５】この発明の第３の実施形態によるバックライトの一構成例を示す平面図および
断面図である。
【図４６】この発明の第３の実施形態による光学素子包装体の第１の構成例を示す平面図
である。
【図４７】この発明の第３の実施形態による光学素子包装体の第２の構成例を示す平面図
である。
【図４８】比較例１のバックライトの構成を示す斜視図および拡大図である。
【図４９】実施例５のバックライトの構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【０２２３】
　１　　照明装置
　２　　光学素子包装体
　３　　液晶パネル
　１１　　光源
　１２　　反射板
　１３　　導光板
　１４　　ランプリフレクタ
　１５　　反射シート
　２１　　光学素子積層体
　２２　　包装部材
　２３　　支持体
　２４　　光学素子
　２１ａ　　溝
　２１ｂ　　角部
　２２ａ　　接合部
　２２ｂ，２２ｃ　　開口
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　２３ａ　　拡散板
　２３ｂ　　収容部
　２３ｃ　　枠部
　２３ｄ　　保持部
　２４ａ　　拡散フィルム
　２４ｂ　　レンズフィルム
　２４ｃ　　反射型偏光子
　２５　　接合部
　２６　　構造体
　２７　　反射膜
　２８　　反射バンド
　３１ａ，３２ａ　　第１の包装部材
　３１ｂ，３２ｂ　　第２の包装部材
　３３　　加圧ローラ
　３４　　バックライトシャーシ
　３５　　支持部
　３６　　被支持部
　３６ａ　　孔部
　３６ｂ　　切り欠き溝部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(42) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(43) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(44) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(45) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(46) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(47) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(48) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】



(49) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】 【図３９】



(50) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図４０】

【図４１】

【図４２】

【図４３】 【図４４】



(51) JP 4175433 B2 2008.11.5

【図４５】 【図４６】

【図４７】

【図４８】

【図４９】



(52) JP 4175433 B2 2008.11.5

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  小田桐　広和
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  佐藤　諭
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  余　澤中
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  柿沼　正康
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  佐々木　文子
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  福島　浩司

(56)参考文献  特開２００７－０１７９９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０２３４２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１２９００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３２８２６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３０６４１３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３５７　



专利名称(译) 光学元件封装，背光和液晶显示器件

公开(公告)号 JP4175433B2 公开(公告)日 2008-11-05

申请号 JP2007341463 申请日 2007-12-28

[标]申请(专利权)人(译) 索尼公司

申请(专利权)人(译) 索尼公司

当前申请(专利权)人(译) 索尼公司

[标]发明人 太田栄治
安孫子透
工藤泰之
小田桐広和
佐藤諭
余澤中
柿沼正康
佐々木文子

发明人 太田 栄治
安孫子 透
工藤 泰之
小田桐 広和
佐藤 諭
余 澤中
柿沼 正康
佐々木 文子

IPC分类号 G02F1/13357

CPC分类号 G02F1/133308 B65D85/38 G02F1/133602 G02F1/133606 G02F1/133608 G02F2001/133311 
G02F2001/133607 G02F2001/133635 G02F2201/50

FI分类号 G02F1/13357

F-TERM分类号 2H042/AA03 2H042/AA04 2H042/AA18 2H042/AA19 2H042/AA26 2H042/BA02 2H042/BA12 2H042
/BA13 2H042/BA20 2H091/FA10Z 2H091/FA14Z 2H091/FA21Z 2H091/FA32Z 2H091/FA42Z 2H091
/FB02 2H091/FC07 2H091/FC22 2H091/FD06 2H091/FD13 2H091/FD15 2H091/GA16 2H091/GA17 
2H091/LA02 2H191/FA29Z 2H191/FA31Z 2H191/FA42Z 2H191/FA52Z 2H191/FA82Z 2H191/FB02 
2H191/FC07 2H191/FC32 2H191/FD07 2H191/FD33 2H191/FD35 2H191/GA22 2H191/GA23 2H191
/LA02 2H391/AA03 2H391/AA15 2H391/AB03 2H391/AB04 2H391/AB07 2H391/AB40 2H391/AC10 
2H391/AC13 2H391/AC25 2H391/AC26 2H391/AC32 2H391/AC53 2H391/CA02 2H391/CA09 2H391
/CA10 2H391/CA15 2H391/CA25 2H391/DA03 2H391/DA07 3E096/AA01 3E096/AA11 3E096/BA20 
3E096/BB08 3E096/CA18 3E096/CB03 3E096/CC02 3E096/DA14 3E096/DB01 3E096/EA02X 3E096
/EA02Y 3E096/FA10 3E096/FA22 3E096/GA02 3K244/AA01 3K244/BA07 3K244/BA08 3K244/BA11 
3K244/BA26 3K244/BA27 3K244/BA28 3K244/BA31 3K244/BA32 3K244/BA37 3K244/BA39 3K244
/BA48 3K244/CA02 3K244/CA03 3K244/DA01 3K244/DA03 3K244/DA05 3K244/EA02 3K244/EA12 
3K244/GA01 3K244/GA02 3K244/GA03 3K244/GA05 3K244/GA08 3K244/GA10 3K244/GA17 3K244
/GA20 3K244/KA09 3K244/KA10 3K244/KA11 3K244/KA15 3K244/KA16 3K244/LA10

审查员(译) 福岛浩二

优先权 2007031365 2007-02-09 JP

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3d674c4a-6fe5-48e1-9b14-6265c68fe8b4


其他公开文献 JP2008213937A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够在抑制液晶显示装置的厚度增加或液晶显
示装置的显示特性劣化的同时提高光学元件的刚性不足的光学元件包装
体，背光源和液晶显示装置提供。 一 光学元件包装体包括一个或多个光
学元件，支撑一个或多个光学元件的支撑件，包裹一个或多个光学元件
和支撑件的包装构件，以及1或2上述光学元件和支撑体形成层压体。 点
域1

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039681731/publication/JP4175433B2?q=JP4175433B2

